
災害廃棄物処理



本テーマの概要



本eラーニングは、主に環境省「災害廃棄物
対策指針」（平成30年3月）に基づいて
作成しております

お手元に上記の指針をご準備ください

その他の参考資料は以下のとおりです

• 環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」（平成28年3月）

• 環境省「災害発生時における廃棄物処理の注意点（災害廃棄物処理パンフレット）」

• 環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」（令和3年3月）

• 環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（平成29年3月）

• 環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」（令和4年4月改訂）

• 環境省「災害廃棄物処理支援員マニュアル」（令和4年3月）

他

はじめに



被災地域
仮置場

処理・処分先

 道路啓開や人命救助で生じ
た支障物の撤去

 分別排出
 撤去・収集
 運搬
 廃棄物の一時集積 など

○一次仮置場
 粗選別、分別
 保管
 処理困難物の対応

（比較的規模の大きい災害）
○二次仮置場
 移動式及び仮設処理施設による中間処理 など

 既存の中間処理施設（産
廃施設も含む）

 最終処分
 再資源化（復興資材への

利用）

災害廃棄物処理業務とは①

災害廃棄物処理とは
自然災害に直接起因して発生する廃棄物のうち、生活環境保全上の支障へ対
処するため、市町村等がその処理を実施するもの

環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」 p.6 より作成



災害廃棄物処理業務とは②

発災後の行動フェーズに応じたミッション

環境省「災害廃棄物処理支援員マニュアル」 より作成



災害廃棄物処理業務とは③

段階ごとの活動概要

環境省「災害廃棄物処理支援員マニュアル」 より作成

段階 主な活動

全般的事項 被災地の状況把握・分析
体制の構築、課題の整理・解決に係る助言・情報提供、事務委託
市民等への広報、マスコミ対応支援、ボランティア関係調整

実行計画・災害報告書 災害廃棄物発生量推計、災害廃棄物処理実行計画策定
災害報告書作成支援、災害査定対応
災害等廃棄物処理事業費補助金事務：予算確保に係る手順、関係者への説明
要領、現地調査、設計・積算、仕様書作成、業者選定、見積徴収、契約事務

収集運搬 廃棄物・し尿収集運搬の対応状況の把握・分析
支援要請に関する必要車種・台数・期間の把握、支援要請
収集運搬支援団体との調整、進捗管理

仮置場 仮置場適地の確保、仮置場開設、仮置場のひっ迫予測
仮置場の運営、業務委託

処理関連 他地方公共団体等との処理に関する調整
民間処理委託契約

損壊家屋 損壊家屋(解体)撤去業務



災害廃棄物処理業務とは④

災害廃棄物対策における災害の規模と適用する措置の考え方

環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律および災害対策基本法の一部を改正する法律案の概要」（H27） より作成



災害廃棄物処理業務とは⑤

災害廃棄物処理業務を行う際の注意点
災害廃棄物処理の実行には様々な機関との連携が必要です

このため、業務着手に当たっては、被災市町村の処理体制やルールをあらか
じめ理解しておく必要があります

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.4 より作成



災害廃棄物処理業務とは⑥

災害廃棄物等の搬出に係る分担・連携の例

環境省（事務連絡令和2年7月7日）「令和2年豪雨に係る災害廃棄物等の搬出における分担・連携について」 より作成



災害廃棄物処理業務とは⑦

災害廃棄物処理業務を行う際の注意点
災害廃棄物の撤去や収集・運搬等の実務を行う際には、有害物や危険物への
注意、安全および体調管理に気を付けましょう

環境省 「災害発生時における災害廃棄物処理の注意点」p.5 より作成



法的根拠
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 平成２７年７月１７日改正による）

第一条
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保
管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔
にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを
目的とする。

第二条の三
非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な
被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の
保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保
することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。



環境廃棄物担当部局の平時の備え

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-7 より作成

災害廃棄物処理計画の策定と見直し、読込みと把握

支援協定の締結・事前手続き

人材育成（教育、訓練等）

仮置場および処理施設候補地の選定・運用方針の策定

人材・資機材の確保

必要資機材の備蓄体制の確保

広報、諸手続きに関する文書整備

住民等への普及啓発・広報

最新の関係法規等に合わせた例規等の制定改廃



本テーマの学習範囲

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-9 より作成



災害廃棄物処理業務の体制図（例）

災害廃棄物処理業務
統括責任者

情報作戦
統括

庶務財務
統括

ＷＰ20

ＷＰ2

指揮調整・広報
統括

ＷＰ9

ＷＰ7 広報担当

ＷＰ12 情報収集担当

ＷＰ13 情報分析担当

ＷＰ14 情報共有・管理担当

ＷＰ15 技術支援担当

ＷＰ22 補助金担当

ＷＰ24 契約担当

ＷＰ29 し尿担当

ＷＰ28 生活ごみ・避難所ごみ担当

ＷＰ31 片付けごみ担当

ＷＰ32 廃自動車・廃船舶等担当

WP6 広報班

WP23 契約班

WP10 計画作成担当

WP11 情報班

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP21 資金調達班

WP27 回収班

ＷＰ8 住民窓口担当

資源管理
統括

事態対処
統括

ＷＰ16

ＷＰ26

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP3 目標設定担当

WP25 支払担当

WP30 撤去班

WP35 保管班

WP38 中間処理班

WP40 最終処分班

ＷＰ33 損壊家屋等の解体撤去担当

ＷＰ34 思い出の品等回収担当

ＷＰ36 仮置場担当

ＷＰ37 所有者照会担当

ＷＰ39 中間処理担当

ＷＰ41 最終処分担当

ＷＰ1

※ このページで示されている体制図は、
平素、防災業務に携わっていない応援
職員の理解の一助とするため、参考と
して例示するものであり、市町村に対し
てこの体制図のとおりに体制を整備す
ることを求めるものではありません。



・資機材・人材情報
の報告

・補助金関連事務等
の進捗報告
・委託業務の発注・
支払状況報告

現場情報の報告

日々の業務管理

分析・整理した
情報の共有

各統括の関係図

・問合せ

広報担当

（基本的な情報の流れ）
市民・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等

・申請

・広 報
・受付

事態対処
統括

資源管理
統括

情報作戦
統括

指揮調整・広報
統括

庶務財務
統括

市町村長

災害廃棄物処理実行部局 災害廃棄物処理業務
統括責任者

災害廃棄物処理業務
統括責任者



ＷＰ1
災害廃棄物処理業務
統括責任者

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP1 災害廃棄物処理業務 統括責任者

業務の目的と内容

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により、被災市町村の復旧・復
興が大幅に遅れる事態を回避する目的で、災害廃棄物処理実行部局の指
揮・調整を行う

住民の健康への配慮や安全の確保、衛生や環境面での安全・安心のため
の迅速な対応を行う

分別・選別・再生利用などによる減量化を行う

主な関係者

 WP2 指揮調整・広報統括

 WP9 情報作戦統括

 WP16 資源管理統括

 WP20 庶務財務統括

 WP26 事態対処統括



WP2 指揮調整・広報 統括

業務の目的

災害廃棄物処理業務の目標や戦略を定め、業務の進捗管
理を行う

組織の内部調整や外部組織との渉外活動により、災害廃
棄物処理業務に必要な調整を行う

住民やボランティア、マスコミ、関係機関等への広報（情報
発信や、必要な手続きに関する窓口対応）を行う



WP9 情報作戦 統括

業務の目的

災害廃棄物処理に関する情報の収集、分析、評価を行う

収集、分析、整理した情報の共有を行う

収集、整理した情報を元に、災害廃棄物処理実行計画や
個別要素計画（仮置場の配置、環境モニタリング等）の作
成に参画する



WP16 資源管理 統括

業務の目的

災害廃棄物処理に必要な人員の確保、受け入れ調整、安
全講習などの管理業務を行う

被災状況を踏まえ、資材、燃料、備品、車両、重機等を調
達する

被災処理施設の補修、外部への処理支援依頼、仮設施設
（仮置場、仮設焼却炉等）の設置、撤去、解体、返却に対応
する



WP20 庶務財務 統括

業務の目的

災害廃棄物処理に係る財源（予算あるいは補正予算およ
び国庫補助金等）の調達関連業務を行う

災害廃棄物処理を進める上で必要な契約事務を行う

災害廃棄物処理の委託業者への支払いや、自費解体等に
係る償還の申請関連業務を行う



WP26 事態対処 統括

業務の目的

災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するため、災害
廃棄物の分別回収、解体・撤去、仮置場等での分別保管、
中間処理、最終処分の業務を実行する

災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するため、事態
対処各班の日々の業務を管理する



確認テスト

No 問題文

1
災害廃棄物処理において、分別・選
別・再生利用等を行っても減量化には
つながらない。

2
大量に発生する災害廃棄物の処理の
停滞により被災市町村の復旧・復興が
大幅に遅れる事態を回避する。

3
住民の健康への配慮や安全の確保、
衛生や環境面での安全・安心のため
災害廃棄物処理の迅速な対応を行う。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお答えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
災害廃棄物処理において、分別・選別・
再生利用等を行っても減量化にはつなが
らない。

×

WP1の「業務の目的」の
3項目より。
災害廃棄物処理におい
ては分別・選別・再生利
用等を行うことが非常に
重要です。

2
大量に発生する災害廃棄物の処理の停
滞により被災市町村の復旧・復興が大幅
に遅れる事態を回避する。

〇
WP1の「業務の目的」の
1項目より。

3
住民の健康への配慮や安全の確保、衛
生や環境面での安全・安心のため災害
廃棄物処理の迅速な対応を行う。

〇
WP1の「業務の目的」の
2項目より。



ＷＰ2
指揮調整・広報
統括

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP2 指揮調整・広報 統括

業務の目的

災害廃棄物処理業務の目標や戦略を定め、業務の進捗管理を
行う

組織の内部調整や外部組織との渉外活動により、災害廃棄物
処理業務に必要な調整を行う

住民やボランティア、マスコミ、関係機関等への広報（情報発信
や、必要な手続きに関する窓口対応）を行う

主な関係者

 WP3 目標設定担当

 WP4 内部調整担当

 WP5 渉外担当

 WP6 広報班



WP3 目標設定 担当

業務の目的

過去の事例を参考にしながら、災害廃棄物の種類や量、そ
の性状に応じて、災害廃棄物の工程ごとに対応期間の目
標を設定する

災害廃棄物の性状から判断し、リサイクル率の目標値を設
定する

目標達成に向けた日々の業務管理を行う



WP4 内部調整 担当

業務の目的

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、関
係部局との役割分担の明確化、連携方法、支援の可否、
共通認識の確認、情報や状態の確認等について調整を行
う



WP5 渉外 担当

業務の目的

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、外
部組織（国、都道府県、業者団体、専門組織 等）との交
渉・要請・対応を行う

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、他
市町村からの視察に対応する

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、地
元との調整を行う

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、委
託業者との調整を行う



WP6 広報 班

業務の目的

住民やボランティア、マスコミ、関係機関等へ、災害廃棄物
処理に関する情報発信を行う

各種申請、相談に対する受付や窓口対応を行う



確認テスト

No 問題文

1
災害廃棄物処理を円滑に実行するた
めには、組織の内部調整に注力する。

2 広報は主に住民に向けて行う。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
災害廃棄物処理を円滑に実行するため
には、組織の内部調整に注力する。

×

WP2の「業務の目的」の
2項目より。
内部調整だけではなく、
外部との調整も重要で
す。

2 広報は主に住民に向けて行う。 ×

WP2の「業務の目的」の
3項目より。
広報は住民だけでなく、
ボランティア、マスコミ、
関係機関等へも行う事
が大切です。



ＷＰ3
目標設定
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP3 目標設定 担当

業務の目的

過去の事例を参考にしながら、災害廃棄物の種類や量、そ
の性状に応じて、災害廃棄物の工程ごとに対応期間の目
標を設定する

災害廃棄物の性状から判断し、リサイクル率の目標値を設
定する

目標達成に向けた日々の業務管理を行う

主な業務

 1.1 災害廃棄物処理の目標（処理の目標期間等）設定、
業務の管理



1.1 災害廃棄物処理の目標（処理の目標期間等）設定、
業務管理

1.1.1 災害廃棄物処理の目標期間を設定する

1.1.2 災害廃棄物処理のリサイクル率の目標値を設定する

1.1.3 目標達成に向けた日々の業務管理を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-9
環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 」p.28
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.55  より作成



【事例】 過去の大規模災害における処理期間

環境省「災害廃棄物対策指針」技14-5 p.1
環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 」p.28 より作成



【事例】 処理の全体像の把握・関係者での共有

環境省・常総市 「平成27年9月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録」p.106
環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.95 より作成



【事例】 熊本地震の際の処理スケジュール

環境省「災害廃棄物対策指針」技14-5 p.4 より作成



【事例】 東日本大震災で発生した災害廃棄物のリサイクル率

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.61 より作成



確認テスト

No 問題文

1
災害廃棄物の目標処理期間は災害の
規模だけで設定する。

2
災害廃棄物のリサイクル率の目標値
は平時の数値目標を参考に設定する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
災害廃棄物の目標処理期間は災害の規
模だけで設定する。

×

WP3の「業務の目的」の
1項目より。
災害規模だけでは無く、
災害廃棄物の種類や量、
その性状に応じて、災
害廃棄物の工程ごとに
設定します。

2
災害廃棄物のリサイクル率の目標時は平
時の数値目標を参考に設定する。

×

WP3の「業務の目的」の
2項目より。
災害廃棄物のリサイク
ル率の目標値は、発生
した災害廃棄物の性状
から判断して設定しま
す。



ＷＰ4
内部調整
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP4 内部調整 担当

業務の目的

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、関
係部局との役割分担の明確化、連携方法、支援の可否、
共通認識の確認、情報や状態の確認等について調整を行
う

主な業務

 1.2 組織内調整



1.2 組織内調整

1.2.1 庁内関係部局との調整を行う

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.94 より作成



【解説】 庁内関係部局と連携事項の例

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.4 より作成

：庁内関係部局の範囲



確認テスト

No 問題文

1

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速
に進める目的で、関係部局との連携
方法、支援の可否、共通認識の確認、
情報や状態の確認等について調整を
行う。

2

発災直後は現場の状況に配慮し、すぐ
にできる対応を優先し、関係部局との
役割分担の明確化、連携方法、共通
認識の明確化等は、後で体制を調整
できる際に行う。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

災害廃棄物処理業務を円滑かつ
迅速に進める目的で、関係部局と
の連携方法、支援の可否、共通認
識の確認、情報や状態の確認等
について調整を行う。

×

WP4の「業務の目的」の1項目
より。
「役割分担の明確化」が抜けて
います。

2

発災直後は現場の状況に配慮し、
すぐにできる対応を優先し、関係
部局との役割分担の明確化、連
携方法、共通認識の明確化等は、
後で体制を調整できる際に行う。

×

WP4の「業務の目的」の1項目
より。
発災後の場当たり的な対応が、
後々の作業に影響しないよう、
最初から関係部局との調整を
行う必要があります。



ＷＰ5
渉外
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP5 渉外 担当

業務の目的

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、外部組
織（国、都道府県、業者団体、専門組織 等）との交渉・要請・対
応を行う

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、他市町
村からの視察に対応する

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、地元と
の調整を行う

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に進める目的で、委託業
者との調整を行う

主な業務

 1.3 外部組織との交渉・要請・対応



1.3 外部組織との交渉・要請・対応

1.3.1 外部組織との交渉・要請・対応を行う

1.3.2 地元との調整を行う

1.3.3 委託業者との調整を行う

1.3.4 国及び他自治体等からの視察に対応する

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.14 より作成



【解説】 外部組織との連携

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.4 より作成

関係機関との連携の重要性

：外部組織の範囲



【解説】 災害廃棄物処理に係る広域的な相互協力体制（例）

環境省「災害廃棄物対策指針」技8-1
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-69 より作成

国・県・近隣自治体間の相互協力体制と倉敷市における処理体制（例）



【解説】 災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）による支援

環境省ホームページ（災害廃棄部対策情報サイト）
環境省「災害廃棄物対策指針」技8-5 より作成

D.Waste-Netの災害時の支援の仕組み



【事例】 東日本大震災時の支援団体

環境省「災害廃棄物対策指針」技8-5 より作成



【事例】 東日本大震災の際の地元等への説明会の状況

宮城県「災害廃棄物処理業務の記録」p.14, 225
環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト） より作成

仮置場の設置に対する地元説明会

災害廃棄物対策情報サイトトップ > 国のこれまで
の取組フォトレポート > 2012年（平成24年）



【事例】 発災直後における民間業者との連携・調整の経験談

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.5-1 より作成



【事例】 東日本大震災の際の視察対応の状況

宮城県「災害廃棄物処理業務の記録」p.246 より作成

写真・コメント
環境省ホームページ（国のこれまでの
取り組みフォトレポート） より



確認テスト

No 問題文

1

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速
に進める目的で、外部組織（国、都道
府県、業者団体、専門組織 等）との
交渉・要請・対応を行う。

2
災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速
に進める目的で、地元との調整より処
理業務の実行を優先する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に
進める目的で、外部組織（国、都道府県、
業者団体、専門組織 等）との交渉・要
請・対応を行う。

〇
WP5の「業務の目的」の
1項目より。

2
災害廃棄物処理業務を円滑かつ迅速に
進める目的で、地元との調整より処理業
務の実行を優先する。

×

WP5の「業務の目的」の
3項目より。
地元との調整により処
理業務に対する理解を
得ることが、処理業務を
円滑かつ迅速に進める
ためには重要です。



ＷＰ6
広報
班

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP6 広報 班

業務の目的

住民やボランティア、マスコミ、関係機関等へ、災害廃棄物
処理に関する情報発信を行う

各種申請、相談に対する受付や窓口対応を行う

主な関係者

 WP7 広報担当

 WP8 住民窓口担当



WP7 広報 担当

業務の目的

住民やボランティア、マスコミ、関係機関等へ、ごみ出しの
ルール、仮置場の情報、私財の扱い等の災害廃棄物処理
に関する情報発信を複数の手法を用いて行う

発災直後は、他の優先情報の阻害、情報過多による混乱
を招かないよう考慮しつつ、情報の一元管理に努め、必要
な情報を発信する



WP8 住民窓口 担当

業務の目的

各種申請（公費解体にかかる所有者等からの申請等）に対
する受付（提出書類の審査・受理）を行う

災害廃棄物処理に関する各種相談窓口対応を行う



【解説】広報の手法について

環境省「災害廃棄物対策現地支援チームオペレーションマニュアル」p.17 より作成

複数の広報手法を用いて周知を行う



【解説】各種相談窓口の設置について

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-35
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.41  より作成

被災者等に対する各種相談窓口を開設する



確認テスト

No 問題文

1
住民等への情報発信は、情報の混乱
を避ける目的で市広報車により行う。

2
広報班は、各種申請、相談に対する受
付や窓口対応を行う必要がある。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
住民等への情報発信は、情報の混乱を
避ける目的で市広報車により行う。

×

WP6の「業務の目的」の
1項目より。
複数の手法を用いて広
報を行うことが効果的で
す。

2
広報班は、各種申請、相談に対する受付
や窓口対応を行う必要がある。

〇
WP5の「業務の目的」の
2項目より。



ＷＰ7
広報
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP7 広報 担当

業務の目的

住民やボランティア、マスコミ、関係機関等へ、ごみ出しの
ルール、仮置場の情報（場所、開設時間、ルール等）、私財
の扱い等の災害廃棄物処理に関する情報発信を複数の手
法を用いて行う

発災直後は、他の優先情報の阻害、情報過多による混乱
を招かないよう考慮しつつ、情報の一元管理に努め、必要
な情報を発信する

主な業務

 1.4.1 ごみ出しのルール、仮置場等の情報（場所、開設時
間、ルール等）について広報する

 1.4.2 私財の扱いについて広報する



1.4.1 ごみ出しのルール、仮置場等の情報（場所、開設時間、

ルール等）について広報する

1.4.1.1 ごみ出しのルール、仮置場や仮設トイレの情報（場
所、開設時間、ルール等）を複数の手法で住民等に
周知する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-13
環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 」p.21-23 より作成



1.4.1 ごみ出しのルール、仮置場等の情報（場所、開設時間、
ルール等）について広報する

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.18, 20
環境省・常総市「平成27年9月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録」p.37, 38
益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録 資料編」p.66 より作成

広報ましき 災害臨時号 No.2
（平成28年5月2日発行/益城町）



1.4.1 ごみ出しのルール、仮置場等の情報（場所、開設時間、
ルール等）について広報する

熊本県西原村作成資料（平成28年5月）
環境省 関東地方環境事務所ホームぺージ
環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト） より作成

環境省の災害廃棄物対策情報サイト＞関連法及び計画、指
針、ガイドライン等＞災害時の一般廃棄物処理に関する初
動対応の手引き には （本編抜粋）住民・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの周知
例（チラシ）（令和3年3月改訂）ppt として パワーポイントの
フォーマットが公開されています



1.4.1 ごみ出しのルール、仮置場等の情報（場所、開設時間、
ルール等）について広報する

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.5-6, 7
広島県「一時仮置場の設置運営に係る手引き」p.5, 19 より作成

・ 便乗ごみになりやすい廃家電類等
は，自治体や一部事務組合が運営す
るクリーンセンター等の管理可能な
場所への直接持込に限定することも
考えられる。



1.4.2 私財の扱いについて広報する

1.4.2.1 思い出の品、損壊家屋等について、状態、手続きや
申請方法、処分予定等を周知する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-15, 2-47 より作成



1.4.2 私財の扱いについて広報する

釜石市ホームページ （2016年9月30日 公開）
環境省「災害発生時における廃棄物処理の注意点」 p.6   より作成



1.4.2 私財の扱いについて広報する

環境省「災害廃棄物対策指針」技19-2
益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録 資料編」p.70
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-69 より作成



確認テスト

No 問題文

1
ごみ出しのルール、仮置場の情報（場
所、開設時間、ルール等）については、
住民にのみ周知する。

2
広報担当は、情報過多による混乱を
招かないよう考慮しつつ、情報の一元
管理に努める。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

ごみ出しのルール、仮置場の情報（場所、
開設時間、ルール等）については、住民
にのみ周知する。

×

WP7の「業務の目的」の
1項目より。
ボランティアやマスコミ、
関係機関などにも周知
する必要があります。

2
広報担当は、情報過多による混乱を招か
ないよう考慮しつつ、情報の一元管理に
努める。

〇
WP7の「業務の目的」の
2項目より。



ＷＰ8
住民窓口
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP8 住民窓口 担当

業務の目的

各種申請（公費解体にかかる所有者等からの申請等）に対
する受付（提出書類の審査・受理）を行う

災害廃棄物処理に関する各種相談窓口対応を行う

主な業務

 1.4.3 申請、相談に対する窓口対応を行う



1.4.3 申請、相談に対する窓口対応を行う

1.4.3.1 公費解体などの受付を行う

1.4.3.2 各種申請、相談に対する電話窓口対応を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」技19-2
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-69 より作成



1.4.3. 申請、相談に対する窓口対応を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」技19-2
益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.14 より作成

公費解体の受付対応

益城町資料「本申請受付手順」部分を拡大



1.4.3. 申請、相談に対する窓口対応を行う

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-70
益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.71 より作成

公費解体の受付対応

被災者台帳の整備

罹災証明書の添付を
不要とする運用が可能

【被災者台帳整備の利点】
・被災者の情報が一元管理できる
・部局をまたいだ場合の被災者へ
の支援がより容易になる



1.4.3. 申請、相談に対する窓口対応を行う

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.41
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-68 
益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.11 より作成

電話窓口対応



確認テスト

No 問題文

1
公費解体は市町村が解体行為を行う
業務であるため、所有者による申請は
不要である。

2
住民窓口担当は、市民からの災害廃
棄物処理に関する各種相談窓口対応
を行う。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
公費解体は市町村が解体行為を行う業
務であるため、所有者による申請は不要
である。

×

WP8の「業務の目的」の
1項目より。
申請者は被災建造物の
所有者であり、市町村
は提出書類の審査や受
理が必要です。

2
住民窓口担当は、市民からの災害廃棄
物処理に関する各種相談窓口対応を行
う。

〇
WP8の「業務の目的」の
2項目より。



ＷＰ9
情報作戦
統括

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP9 情報作戦 統括

業務の目的

災害廃棄物処理に関する情報の収集、分析、評価を行う

収集、分析、整理した情報の共有を行う

収集、整理した情報を元に、災害廃棄物処理実行計画や
個別要素計画（仮置場の配置、環境モニタリング等）の作
成に参画する

主な関係者

 WP10 計画作成担当

 WP11 情報班



WP10 計画作成 担当

業務の目的

収集、整理した情報を元に、災害廃棄物処理実行計画（被
害状況、基本方針、発生量（推計）、処理体制・役割分担
(市・県・国等）、処理スケジュール、処理方法、処理フロー
等）を作成する

収集、整理した情報を元に、個別要素計画（仮置場の配置、
環境モニタリング等）を作成する



WP11 情報 班

業務の目的

災害廃棄物処理に関する被害情報や対応に関する情報、
利用可能資源、業務量、環境等の情報を収集し、分析、評
価を行う

収集、分析、整理した情報を、部局内、委託業者、他部局、
県、国の関係者等と共有する



【解説】災害廃棄物処理計画と実行計画

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-7
環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」p.29
国立環境研究所 災害廃棄物情報プラットフォーム より作成



確認テスト

No 問題文

1
災害廃棄物処理実行計画は発災前に
作成する。

2
情報作戦統括は災害廃棄物処理に関
する情報の収集、分析、評価を行い、
整理された情報の共有を行う。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
災害廃棄物処理実行計画は発災前に作
成する。

×
WP9の「業務の目的」の
3項目より。実行計画は
発災後に作成します。

2
情報作戦統括は災害廃棄物処理に関す
る情報の収集、分析、評価を行い、整理
された情報の共有を行う。

〇
WP9の「業務の目的」の
1、2項目より。



ＷＰ10
計画作成
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP10 計画作成 担当

業務の目的

収集、整理した情報を元に、災害廃棄物処理実行計画（被
害状況、基本方針、発生量（推計）、処理体制・役割分担
(市・県・国等）、処理スケジュール、処理方法、処理フロー
等）を作成する

収集、整理した情報を元に、個別要素計画（仮置場の配置、
環境モニタリング等）を作成する

主な業務

 2.1 災害廃棄物処理実行計画作成、関連文書の管理



2.1 災害廃棄物処理実行計画作成、関連文書の管理

2.1.1 災害廃棄物処理実行計画を作成する

2.1.2 個別要素（仮置場の配置、環境モニタリング等）計画
を作成する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-5
環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 」p.15 
国立環境研究所 災害廃棄物情報プラットフォーム より作成



【事例】災害廃棄物処理実行計画の作成

倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市災害廃棄物処理実行計画（第2版）」p.3, 6, 8, 12, 14 より作成

災害廃棄物処理実行計画の事例

※事例として木くず、布団のみ掲載。実行計画書には13種類分が示されています



【事例】災害廃棄物処理実行計画の作成

倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市災害廃棄物処理実行計画（第2版）」p.11 より作成

災害廃棄物処理実行計画(処理フロー）



【事例】災害廃棄物処理実行計画の作成

倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市災害廃棄物処理実行計画（第2版）」p.3-105, 5-5 より作成

災害廃棄物処理実行計画事例(処理フロー作成に当たって）



【事例】仮置場の配置計画の作成

環境省（仮置場に関する部会）「仮置場に関する検討結果」（https://tohoku.env.go.jp/仮置き場に関する報告書.pdf） p.7, 8, 26 より作成



【事例】環境モニタリング計画の作成

環境省「災害廃棄物対策指針」技18-5 より作成

東日本大震災の宮城県における事例



確認テスト

No 問題文

1
災害廃棄物処理実行計画には、災害
廃棄物の発生量、処理方法、処理フ
ロー、処理スケジュールを示す。

2
収集、整理した情報を元に、個別要素
計画（仮置場の配置、環境モニタリン
グ等）を作成する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
災害廃棄物処理実行計画には、災害廃
棄物の発生量、処理方法、処理フロー、
処理スケジュールを示す。

×

WP10の「業務の目的」
の1項目より。
左記の内容に加え、処
理体制・役割分担を明
確に示すことが大切で
す。

2
収集、整理した情報を元に、個別要素計
画（仮置場の配置、環境モニタリング等）
を作成する。

〇
WP10の「業務の目的」
の2項目より。



ＷＰ11
情報
班

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP11 情報 班

業務の目的

災害廃棄物処理に関する被害情報や対応に関する情報、利用
可能資源、業務量、環境等の情報を収集し、分析、評価を行う

収集、分析、整理した情報を、部局内、委託業者、他部局、県、
国の関係者等と共有する

主な関係者

 WP12 情報収集担当

 WP13 情報分析担当

 WP14 情報共有・管理担当

 WP15 技術支援担当



WP12 情報収集 担当

業務の目的

災害廃棄物処理を実行する前に、資機材の被災情報や、
集積した混合状態のごみ・ガレキ等の分布情報を収集する

災害廃棄物処理の対応に関する情報（トラブル情報、撤
去・処理済量等）、仮置場の状態等、利用可能資源の情報
を収集する

環境に関する情報等（有害物質の濃度、分布等）について
収集する



WP13 情報分析 担当

業務の目的

収集情報（災害廃棄物の発生地点、発生量、種類（状態）、
仮置場の状況等）を分析する

災害廃棄物の種類、性状別の発生量、処理期間、施設の
処理能力等に応じた対応方法の検討を行う



WP14 情報共有・管理 担当

業務の目的

災害廃棄物処理に関する情報収集・分析結果を整理・管
理し、関係者に情報共有を行う

問い合わせ対応情報を一覧表として整理・管理し、関係者
に共有する



WP15 技術支援 担当

業務の目的

処理困難物等の問題情報を、県を通じて、国、災害廃棄物
処理の支援ネットワーク（D.Waste-Net）等へ相談し、助言を
得てその結果を関係者に共有する

専門的知識を要する事務処理（標準単価の設定、要綱の
策定、補助金の事務手続き）等について、被災経験のある
自治体等へ相談し、その結果を関係者に共有する



【解説】情報共有・管理の重要性

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-1, 20
益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.35
西予市「平成30年7月豪雨に係る西予市災害廃棄物処理実行計画（第4版)」p.5
環境省・常総市 「平成27年9月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録」p.121 より作成

役割分担を明確に定め、関係者間で情報共有を行う(関係者が一堂に会する打ち合わせを頻繁に実施、関係者
全員が確認できる場所（ホワイドボード等）に書き出し 等）。



確認テスト

No 問題文

1

情報班は災害廃棄物処理に関する被
害情報や対応に関する情報、利用可
能資源、業務量、環境等の情報を収
集し、分析、評価を行う。

2
情報班で収集、分析、整理した情報を、
部局内で共有する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

情報班は災害廃棄物処理に関する被害
情報や対応に関する情報、利用可能資
源、業務量、環境等の情報を収集し、分
析、評価を行う。

〇
WP11の「業務の目的」
の1項目より。

2
情報班で収集、分析、整理した情報を、
部局内で共有する。

×

WP11の「業務の目的」
の2項目より。部局内に
加え、委託業者、他部
局、県、国の関係者等
と共有することが大切
です。



ＷＰ12
情報収集
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP12 情報収集 担当

業務の目的

災害廃棄物処理を実行する前に、資機材の被災情報や、集積し
た混合状態のごみ・ガレキ等の分布情報を収集する

災害廃棄物処理の対応に関する情報（トラブル情報、撤去・処理
済量等）、仮置場の状態等、利用可能資源の情報を収集する

環境に関する情報等（有害物質の濃度、分布等）について収集
する

主な業務

 2.2.1 被災情報、災害廃棄物の情報、利用可能資源および環
境に関する情報等の収集を行う



2.2.1 被災情報、災害廃棄物の情報、利用可能資源および
環境に関する情報等の収集を行う

2.2.1.1 被災情報（施設・資材・人材、片付けごみ等の排出
場所、分布範囲・倒壊家屋の棟数・廃自動車・廃船
舶等の数、分布）を収集する

2.2.1.2 対応に関する情報（トラブル情報/撤去済量/処理
済量）を収集する

2.2.1.3 仮置場に関する情報（一日の搬入・搬出量、人材お
よび資機材数、住民持込の可否等）を収集する

2.2.1.4 環境に関する情報（周辺環境の情報（学校、病院、
避難施設等）、有害物質の濃度、分布等）を収集す
る

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-29
環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.15 
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.39 より作成



2.2.1 被災情報、災害廃棄物の情報、利用可能資源および
環境に関する情報等の収集を行う

環境省・常総市「平成27年9月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録」p.40
環境省「災害廃棄物対策現地支援チームオペレーションマニュアル」p.22 
栃木県「災害時の廃棄物処理対応マニュアル」p.2-1 より作成

被災情報の収集事例



2.2.1 被災情報、災害廃棄物の情報、利用可能資源および
環境に関する情報等の収集を行う

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.32
環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト） より作成

被災情報のチェックリスト様式（参考事例）



2.2.1 被災情報、災害廃棄物の情報、利用可能資源および
環境に関する情報等の収集を行う

環境省・常総市「平成27年9月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録」p.39
益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.19 より作成

対応に関する情報の収集事例

近隣住民とのトラブル、不良な施工方法によるトラブル、
重機作業中のトラブル、仮置場搬入時のトラブル、最終
残渣物取り扱いのトラブル、火災・粉塵・臭気・外注発生
のトラブル、交通渋滞のトラブル

例）既往災害廃棄物対応時のトラブル



2.2.1 被災情報、災害廃棄物の情報、利用可能資源および
環境に関する情報等の収集を行う

環境省（仮置場に関する部会）「仮置場に関する検討結果」（https://tohoku.env.go.jp/仮置き場に関する報告書.pdf） p.10, 13
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-92 より作成

仮置場に関する情報収集

仮置場に関する情報
・一日の搬入量
・一日の搬出量
・人員数（管理者、重機のオペ

レーター）
・資機材数
・住民持込の可否等
・トラブル情報（渋滞、苦情 等）

を収集する

仮置場に関する現状の情報によ
り、情報分析担当が仮置場の増
設、人員・資機材の必要数等につ
いて分析する



2.2.1 被災情報、災害廃棄物の情報、利用可能資源および
環境に関する情報等の収集を行う

環境省（仮置場に関する部会） 「仮置場に関する検討結果」（https://tohoku.env.go.jp/仮置き場に関する報告書.pdf） p.15 より作成

環境に関する情報（有害物質の濃度、分布等）を収集する



確認テスト

No 問題文

1
集積した混合状態のごみやガレキ等
の分布情報は撤去直前に把握する。

2
環境に関する情報等（有害物質の濃
度、分布等）について収集する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
集積した混合状態のごみやガレキ等の
分布情報は撤去直前に把握する。

×

WP12の「業務の目的」
の1項目より。
集積した混合状態のご
みやガレキ等の分布情
報は災害廃棄物処理を
実行する前に、情報を
収集する。

2
環境に関する情報等（有害物質の濃度、
分布等）について収集する。

〇
WP12の「業務の目的」
の3項目より。



ＷＰ13
情報分析
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP13 情報分析 担当

業務の目的

収集情報（災害廃棄物の発生地点、発生量、種類（状態）、
仮置場の状況等）を分析する。

災害廃棄物の種類、性状別の発生量、処理期間、施設の
処理能力等に応じた対応方法の検討を行う

主な業務

 2.2.2 収集情報の分析・対応方法の検討を行う



2.2.2 収集情報の分析・対応方法の検討を行う

2.2.2.1 被害状況の分析（種類ごと発生地点および属性情
報のマッピング）を行う

2.2.2.2 仮置場の状況分析（収容許容量、使用可能日数等
の推定）を行う

2.2.2.3 対応方法の検討（撤去作業量の推計/施設規模の
検討）を行う

環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 」p.27
環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.11
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.8, 16 より作成



2.2.2 収集情報の分析・対応方法の検討を行う

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」 p.16, 17, 30, １４４ より作成

被害状況の分析（種類ごと発生地点および属性情報のマッピング）を行う



2.2.2 収集情報の分析・対応方法の検討を行う

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」 p.5-4 より作成

被害状況の分析（種類ごと発生地点および属性情報のマッピング）を行う



2.2.2 収集情報の分析・対応方法の検討を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」技18-2
環境省「災害発生時における廃棄物処理の注意点」p.7 より作成

仮置場の状況分析（収容許容量、使用可能日数等の推定）を行う



2.2.2 収集情報の分析・対応方法の検討を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」技18-2 より作成

仮置場の状況分析（収容許容量、使用可能日数等の推定）を行う



2.2.2 収集情報の分析・対応方法の検討を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」 p.2-41,技20-2 より作成
(拡大、分割、加筆有）

対応方法の検討（撤去作業量の推計/施設規模の検討）を行う



2.2.2 収集情報の分析・対応方法の検討を行う

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」 p.3-93
環境省ホームページ より作成

対応方法の検討（撤去作業量の推計/施設規模の検討）を行う

環境省ホームページ＞災害廃棄物対策情報サイ
ト＞国の補助スキームについて＞災害等報告書
の実例



確認テスト

No 問題文

1

情報分析担当は、情報収集担当から
の報告をもとに、災害廃棄物の発生量
に関する情報を抽出し、被害状況を分
析する。

2
情報分析担当は、災害廃棄物の性状
と施設の処理能力のみから対応方法
の検討を行う。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

情報分析担当は、情報収集担当から
の報告をもとに、災害廃棄物の発生
量に関する情報を抽出し、被害状況
を分析する。

×

WP13の「業務の目的」の1項
目より。
「発生量」のみならず、発生
地点や種類（状態）が判るよ
う収集情報を分析する。

2
情報分析担当は、災害廃棄物の性
状と施設の処理能力のみから対応
方法の検討を行う。

×

WP13の「業務の目的」の2項
目より。
災害廃棄物の「性状と施設
の処理能力のみ」からではな
く、「種類、性状別の発生量、
処理期間、施設の処理能
力」等に応じて対応方法の検
討を行います。



ＷＰ14
情報共有・管理
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP14 情報共有・管理 担当

業務の目的

災害廃棄物処理に関する情報収集・分析結果を整理・管
理し、関係者に情報共有を行う

問い合わせ対応情報を一覧表として整理・管理し、関係者
に共有する

主な業務

 2.2.3 収集情報、分析結果の情報共有を行う



2.2.3 収集情報、分析結果の情報共有を行う

2.2.3.1 対応状況の最新情報を共有する

2.2.3.2 問合せ対応情報を共有する（情報一覧表、データ
ベース等作成）

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-48 より作成



2.2.3 収集情報、分析結果の情報共有を行う

環境省・常総市「平成27年9月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録」p.34, 35 より作成

連絡調整会議による情報共有の事例



2.2.3 収集情報、分析結果の情報共有を行う

環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト）
岡山県ホームページ より作成

ホームページでの進捗状況の公開（被災した住民との情報共有）



2.2.3 収集情報、分析結果の情報共有を行う

益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.11
愛媛県「平成30年7月豪雨に係る災害廃棄物処理の記録」p.29
環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」参考事例19 より作成

問合せ対応情報の共有（情報一覧表、データベース等作成）

（省略）



確認テスト

No 問題文

1

災害廃棄物処理に関する情報収集・
分析結果を整理・管理し、関係者に情
報共有を行うことは災害廃棄物処理
業務を行う上で重要である。

2
災害廃棄物に関する問い合わせ対応
情報はあえて共有する必要はない。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

災害廃棄物処理に関する情報収集・分
析結果を整理・管理し、関係者に情報共
有を行うことは災害廃棄物処理業務を行
う上で重要である。

〇
WP14の「業務の目的」
の1項目より。

2
災害廃棄物に関する問い合わせ対応情
報はあえて共有する必要はない。

×

WP14の「業務の目的」
の2項目より。
担当者により対応が異
なること等が無いよう、
情報共有は非常に大切
です。



ＷＰ15
技術支援
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP15 技術支援 担当

業務の目的

処理困難物等の問題情報を、県を通じて、国、災害廃棄物
処理の支援ネットワーク（D.Waste-Net）等へ相談し、助言を
得てその結果を関係者に共有する

専門的知識を要する事務処理（標準単価の設定、要綱の
策定、補助金の事務手続き）等について、被災経験のある
自治体等へ相談し、その結果を関係者に共有する

主な業務

 2.2.4 災害廃棄物処理に関する技術的支援・助言を行う



2.2.4 災害廃棄物処理に関する技術的支援・助言を行う

2.2.4.1 問題情報を、県を通して環境省やD.Waste-Net等の
専門機関へ相談、助言を得て、その結果を関係者
に共有する

2.2.4.2 専門的知識を要する事務処理等について、県を通
して被災経験自治体等に相談し、助言を得て、その
結果を関係者に共有する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-5
環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 」p.19 
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.23, 94 より作成



2.2.4 災害廃棄物処理に関する技術的支援・助言を行う

環境省ホームページ（災害廃棄部対策情報サイト）
環境省「災害廃棄物対策指針」技8-5 より作成

D.Waste-Netの災害時の支援の仕組み



2.2.4 災害廃棄物処理に関する技術的支援・助言を行う

環境省「災害廃棄物対策現地支援チームオペレーションマニュアル」p.5 より作成

D.Waste-Netの活動例



2.2.4 災害廃棄物処理に関する技術的支援・助言を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」技8-1 より作成

国・県・近隣自治体間の相互協力体制例



2.2.4 災害廃棄物処理に関する技術的支援・助言を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」技 2-2-8 より作成

東日本大震災における専門家による技術情報の発信



2.2.4 災害廃棄物処理に関する技術的支援・助言を行う

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.58 環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」p.38,（参考）
主な改定箇所 より作成

危険物・有害廃棄物・処理困難な廃棄物等の処理方法・留意点

【石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第3
版） 】より
＜第1章総則＞比較的飛散性が高く、新たに
石綿含有廃棄物となるもの
・石綿含有仕上げ塗材の廃棄物
・石綿含有けい酸カルシウム板第１種の廃棄
物
・石綿が付着しているおそれのある用具又は
器具の廃棄物
＜第3章排出＞
・石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、
石綿含有廃棄物の中でも石綿 の飛散性が比
較的高いおそれがあり、さらに廃棄物の性状
から袋の破損等 により流出する蓋然性が高
いことから、排出時に耐水性のプラスチック袋
等により二重でこん包する
・こん包の前に固型化、薬剤による安定化等
の措置を講ずることが望ましい



2.2.4 災害廃棄物処理に関する技術的支援・助言を行う

益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.70
環境省「災害廃棄物対策現地支援チームオペレーションマニュアル」p.31 より作成

被災経験のある自治体からの助言



確認テスト

No 問題文

1
我が国において、災害廃棄物処理の
技術支援の枠組みは特に明確に定め
られていない。

2
専門知識を要する事務処理は、被災
経験のある自治体からの支援が有効
である。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
我が国において、災害廃棄物処理の技
術支援の枠組みは特に明確に定められ
ていない。

×

WP15の「業務の目的」
の1項目より。D.Waste-
Net等の支援の枠組み
が定められています。

2
専門知識を要する事務処理は、被災経
験のある自治体からの支援が有効である。

〇
WP15の「業務の目的」
の2項目より。



ＷＰ16
資源管理
統括

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP16 資源管理 統括

業務の目的

災害廃棄物処理に必要な人員の確保、受け入れ調整、安全講
習などの管理業務を行う

被災状況を踏まえ、資材、燃料、備品、車両、重機等を調達する

被災処理施設の補修、外部への処理支援依頼、仮設施設（仮置
場、仮設焼却炉等）の設置、撤去、解体、返却に対応する

主な関係者

 WP17 人材担当

 WP18 資機材担当

 WP19 施設担当



WP17 人材 担当

業務の目的

必要な人員の正確な情報（人員数、職種、期間等）を把握
し、庁内人員の確保、支援職員（他自治体、県、国、民間団
体）、専門家（D.Waste-Net）等の受け入れ調整を行う

労働安全の確保等を目的とした安全衛生教育、支援職員
への説明・研修等を行う



WP18 資機材 担当

業務の目的

必要な資機材の正確な情報（数量、種類、必要期間等）を
把握し、資材、燃料、備品等の調達を行う

被災地の災害廃棄物の性状と作業内容を確認し、被災自
治体に必要な車両や重機等を確認の上、回収・運搬、撤去、
分別等に必要な車両、重機等の調達を行う



WP19 施設 担当

業務の目的

情報班より必要な施設の情報（種類、規模、必要期間等）
を得て、仮設施設（仮置場、仮設焼却炉等）の設置を行う

被災した既存処理施設の補修または他の自治体、業者団
体に処理支援を依頼するための準備・調整を行う

廃棄物処理により、環境への影響が無いかどうかを確認し、
必要な対策・措置等を行い、関係者の同意を得た上で、仮
設施設（仮置場、仮設焼却炉等）の撤去・解体を行う



【解説】 災害廃棄物処理に必要な体制

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.30
環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」p.19 より作成

①関係者リスト（平時に準備）

③体制構築に向けた
調整・支援依頼

②必要な支援協定リスト（平時に準備）

（省略）

（省略）



【解説】 必要な資機材の手配

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.33, 34 より作成

必要な資機材の手配

必要な資機材リスト（平時に準備）

③不足する場合、支援協定リスト等を活用し、
近隣市町村、県、業者団体、D.Waste-Net等に
支援を依頼する

必要な支援協定リスト（平時に準備）

②資機材リストにより必要資機材を手配

①被害状況チェックリスト等で資機材の
被害状況を確認



【解説】 災害廃棄物処理に必要な施設

環境省「災害廃棄物対策指針」 技18-1 より作成

災害廃棄物処理に必要な施設と施設担当の役割

【仮置場】
・適地選定、必要な人材・資機材を確保
・広報を行い開設
・返却の際は土壌汚染の有無などを確認

【最終処分場】
・適切な最終処分
場の選定
・利用に必要な調
整実施

※最終的な仮置場の確保は決定権者（市町
村長、部局長、課長）による判断が必須

【仮設焼却炉】
・適地の選定、用地の確保、工事発注等に必要な諸手
続きを経て設置
・作業前・中・後にダイオキシン類などの環境モニタリン
グを行って管理
・解体撤去

【広域処理】
・被災自治体に適
切な処分場が不足、
あるいはない場合
に検討
・必要な調整交渉
を実施



確認テスト

No 問題文

1
支援自治体の職員への安全講習は被
災自治体のみで実施する

2
被災状況を踏まえ、資材、燃料、備品、
車両、重機等を調達する

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
支援自治体の職員への安全講習は被災
自治体のみで実施する

×

WP16の「業務の目的」の
1項目に関連し、必ずしも
被災自治体のみで実施
するものでは無いため、
平時から協定により支援
自治体にも分担するよう
取り決めておくことなどが
有効です。

2
被災状況を踏まえ、資材、燃料、備品、
車両、重機等を調達する

〇
WP16の「業務の目的」の
2項目より。



ＷＰ17
人材
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP17 人材 担当

業務の目的

必要な人員の正確な情報（人員数、職種、期間等）を把握
し、庁内人員の確保、支援職員（他自治体、県、国、民間団
体）、専門家（D.Waste-Net）等の受け入れ調整を行う

労働安全の確保等を目的とした安全衛生教育、支援職員
への説明・研修等を行う

主な業務

 3.1 人材の調整と管理



3.1 人材の調整と管理

3.1.1 庁内人員の確保、応援職員、専門家の受け入れ調
整を行う

3.1.2 防塵マスク着用指導、アスベスト講習会等教育を行
う



3.1.1 庁内人員の確保、応援職員、専門家の受け入れ調整
を行う

3.1.1.1 被災市町村を支援する他自治体内での人材の確保、
調整を行う

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.23 より作成



主体 初動期

3.1.1 庁内人員の確保、応援職員、専門家の受け入れ調整
を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-12, 13 より作成

支援自治体内での人材の確保、調整

図1-3-3 体制の構築、支援の実施（支援市町村（政令指定
都市）、支援市町村（政令指定都市以外）を抜粋）



3.1.1 庁内人員の確保、応援職員、専門家の受け入れ調整
を行う

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.5-1, 2 
内閣府「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」p.116 より作成

過去の災害記録の事例（応援職員の受け入れ時）



3.1.1 庁内人員の確保、応援職員、専門家の受け入れ調整
を行う

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.5-15 より作成

公費解体で必要とされる人材の事例



3.1.1 庁内人員の確保、応援職員、専門家の受け入れ調整
を行う

環境省「災害廃棄物対策現地支援チームオペレーションマニュアル」p.10, 11, 12, 13, 15, 33 より作成

被災地へ赴く前の確認事項（支援自治体職員向け）



3.1.2 防塵マスク着用指導、アスベスト講習会等教育を行う

3.1.2.1 被災市町村を支援する自治体は、派遣する職員へ、
防塵マスク着用指導等の安全教育を行う



3.1.2 防塵マスク着用指導、アスベスト講習会等教育を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-20
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-35 
環境省「災害発生時における災害廃棄物処理の注意点」p.5 より作成

支援自治体内での安全・健康管理

災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について(基安化発0830第2号、基安安発0725第2号）

東日本大震災・熊本地震時の厚生労働省の通知



3.1.2 防塵マスク着用指導、アスベスト講習会等教育を行う

環境省ホームページ より作成

支援自治体内でのアスベストに関する安全教育
環境表ホーム＞政策分野・行動活動＞政策分
野一覧＞大気環境・自動車対策＞石綿（アスベ
スト）問題への取組

環境表ホーム＞東日本大震災への対応＞



3.1.2 防塵マスク着用指導、アスベスト講習会等教育を行う

環境省「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」p.14
環境省「災害発生時における災害廃棄物処理の注意点」p.9 より作成

支援自治体内での感染症対策教育



確認テスト

No 問題文

1
人材担当は必要な人員の正確な情報
を把握し、庁内人員の確保、支援職員、
専門家等の受け入れ調整を行う。

2
発災後、人材担当は、情報過多による
混乱等を防ぐため、安全教育や説明
を省略することができる。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
人材担当は必要な人員の正確な情報を
把握し、庁内人員の確保、支援職員、専
門家等の受け入れ調整を行う。

〇
WP17の「業務の目的」の
1項目より。

2
発災後、人材担当は、情報過多による混
乱等を防ぐため、安全教育や説明を省略
することができる。

×

WP17の「業務の目的」の
2項目より。
災害廃棄物処理にあ
たっては作業員の安全と
衛生の確保に努める必
要があります。
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資機材
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP18 資機材 担当

業務の目的

必要な資機材の正確な情報（数量、種類、必要期間等）を
把握し、資材、燃料、備品等の調達を行う

被災地の災害廃棄物の性状と作業内容を確認し、被災自
治体に必要な車両や重機等を確認の上、回収・運搬、撤去、
分別等に必要な車両、重機等の調達を行う

主な業務

 3.2 資機材の調達と配備



3.2 資機材の調達と配備

3.2.1 資材、燃料、備品等の調達を行う

3.2.2 車両・重機等の調達を行う



3.2.1 資材、燃料、備品等の調達を行う

3.2.1.1 被災地で使用する資材、燃料、備品等の調達を行
う

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.36 より作成



3.2.1 資材、燃料、備品等の調達を行う

群馬県建設業協会「東日本大震災の影響に関する大震災一カ月後アンケート集計結果」p.3
経産省「「災害時における円滑な燃料供給体制実現に向けた検討会」報告書の概要及び当局における今後の取り組み」 より作成

参考：災害時の燃料不足の状況

□被災自治体に必要な資材は揃っているか？
不足している資材は何か？

□被災自治体内で燃料の入手が可能か？

被災自治体の情報を確認



3.2.1 資材、燃料、備品等の調達を行う

環境省「災害廃棄物対策指針」技17-1 より作成

参考：一次仮置場における必要資機材



3.2.2 車両・重機等の調達を行う

3.2.2.1 被災地で使用する車両、重機等の調達を行う



3.2.2 車両・重機等の調達を行う

栃木県「災害時の廃棄物処理対応マニュアル」p.5-2 ／ 環境省「災害廃棄物対策指針」技17-1,3
国立環境研究所 災害廃棄物情報プラットフォーム より作成

参考：車両・重機等の調達

予備タイヤ、ゴムバ
ンド等必要な場合
があります

災害廃棄物情報プラットフォームトップページ > 災害廃棄物処理の現場レポート > 
「平成27年9月関東・東北豪雨災害調査報告～収集支援 横浜市編～」



確認テスト

No 問題文

1
資機材担当は、必要な資機材の情報
を確認し、資材、燃料、備品等の調達
を行う。

2
災害廃棄物処理に使用する車両は、
粗大ごみ系を運搬しやすい車両を優
先して手配する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
資機材担当は、必要な資機材の情報を
確認し、資材、燃料、備品等の調達を行
う。

〇
WP18の「業務の目的」の
1項目より。

2
災害廃棄物処理に使用する車両は、粗
大ごみ系を運搬しやすい車両を優先して
手配する。

×

WP18の「業務の目的」の
2項目より。
被害状況や災害廃棄物の
性状、被災自治体の地理
的条件等により、必要とな
る車両や重機の種類が変
化するので、被災自治体
のニーズを確認することが
大切です。
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施設
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP19 施設 担当

業務の目的

情報班より必要な施設の情報（種類、規模、必要期間等）
を得て、仮設施設（仮置場、仮設焼却炉等）の設置を行う

被災した既存処理施設の補修または他の自治体、業者団
体に処理支援を依頼するための準備・調整を行う

廃棄物処理により、環境への影響が無いかどうかを確認し、
必要な対策・措置等を行い、関係者の同意を得た上で、仮
設施設（仮置場、仮設焼却炉等）の撤去・解体を行う

主な業務

 3.3 施設の設置、撤去



3.3 施設の設置、撤去

3.3.1 仮設施設（仮置場、仮設焼却炉等）の設置を行う

3.3.2 被災処理施設の修繕、又は外部への処理支援依頼
を行う

3.3.3 仮設施設（仮置場、仮設焼却炉等）の撤去・解体を行
う

環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」p.21-26 より作成



【解説】 仮設施設の設置・解体・撤去

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.35, 34 
環境省「災害廃棄物対策指針」 技18-6 より作成

仮置場の設置と返却
①被害状況チェックリスト等で仮置場の

被害状況を確認

②情報班から得た仮置場の必要面積の情報
と仮置場の候補地リストから仮置場を選定

※最終的な仮置場の確保は決定権者（市町村長、
部局長、課長）による判断が必須

③必要な資機材、人員を確保、配置し、広報班
による広報を経て仮置場を開設

④仮置場を返却する際には、土壌分析等を行う
など、災害廃棄物による汚染がないことを確認
して返却

←仮置場は、学校・病院・水源に
近接する場所を避けて選定する



【参考】 仮置場の選定チェックリスト

環境省（仮置場に関する部会）「仮置場に関する検討結果」（https://tohoku.env.go.jp/仮置き場に関する報告書.pdf） p.25 より作成



【解説】 仮設焼却炉の設置・解体・撤去

環境省「災害廃棄物対策指針」 p.2-42,技21-3 より作成

仮設焼却炉の設置・解体・撤去



【解説】 仮設焼却炉の設置・解体・撤去

環境省「「巨大災害により発生する災害廃棄物の処理に自治体はどう備えるか～東日本大震災の事例から学ぶもの～」p.120, 121 より作成

仮設焼却炉設置に要した手続き



【参考】 災害廃棄物の処理施設設置に係る適用法令判定フロー

環境省「廃棄物処理法第9条3の3に係る災害廃棄物処理の特例措置における自治体の条例制定事例」p.1 より作成



【解説】 被災処理施設の修繕、処理支援要請

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.32 
環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-7 より作成

①被害状況チェックリスト等で廃棄物処理施設の被害状況を確認

②処理施設の修繕

③修繕が長期化し、処理施設が不足する場合、協定に基づき支援要請を行う

情報作戦統括、災害廃棄
物処理統括に報告し、必
要に応じ、広域処理に向
けた調整を行う

平時に作成した点検手引きに基づき、処理施設の修繕を行う



確認テスト

No 問題文

1
施設担当は、情報班より必要な情報を
得たうえで、仮設施設の設置や、既存
施設の補修を行う。

2
施設担当は、災害廃棄物処理の終了
に伴い、仮設施設を速やかに解体・撤
去する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
施設担当は、情報班より必要な情報を得
たうえで、仮設施設の設置や、既存施設
の補修を行う。

〇
WP19の「業務の目的」の
1,2項目より。

2
施設担当は、災害廃棄物処理の終了に
伴い、仮設施設を速やかに解体・撤去す
る。

×

WP13の「業務の目的」の
3項目より。
災害廃棄物処理により、
環境への影響が無いか
どうかを確認し、関係者
の同意を得た上で解体・
撤去する必要があります。



ＷＰ20
庶務財務
統括

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP20 庶務財務 統括

業務の目的

災害廃棄物処理に係る財源（予算あるいは補正予算および国庫補助
金等）の調達関連業務を行う

災害廃棄物処理を進める上で必要な契約事務を行う

災害廃棄物処理の委託業者への支払いや、自費解体等に係る償還の
申請関連業務を行う

主な関係者

 WP21 資金調達班

 WP23 契約班

 WP25 支払担当



WP21 資金調達 班

業務の目的

災害廃棄物処理関連予算の編成及び執行管理を行う

災害等廃棄物処理事業費補助金の申請に係る関連業務
（被災状況の報告、災害等報告書の作成・提出、災害査定
の受験、交付申請、実績報告）を行い、災害廃棄物処理事
業の財源を確保する



WP23 契約 班

業務の目的

災害廃棄物処理の業務委託、必要な資機材の借上、人材
派遣等、処理業務を進める上で必要な契約事務（単価設
定、設計図書作成、積算、業者選定などに係る契約書類と
その根拠資料の作成 等）を行い、契約を締結し、支出負
担行為を決議する



WP25 支払 担当

業務の目的

災害廃棄物の回収、運搬、保管（仮置場の運営管理）、解
体、撤去、処理等で業務を委託する事業者に対し、必要な
支払事務を行う

自費償還の申請に対し、償還額の確認・決定・支払いに必
要な関連事務を行う

※自費償還：被災家屋を自費で解体し、費用の償還を市町村に申請すること。なお自費償還を行う自費
解体制度は自費解体費用の全額を補助するものではない。また、自費解体は、自治体の長が審査し、
償還が適当であると認められるときに、申請者は償還金の支払いを請求できる。



【解説】資金の調達方法

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.4-17 より作成

詳細

災害廃棄物処理事業の財源

・環境省における補助金制度

「災害等廃棄物処理事業費補助金」

「廃棄物処理施設災害復旧事業費

補助金」

・資源化物の売払収入

・災害対策債

・庁内予算（補正予算）

など



【解説】災害廃棄物処理事業費補助金について

環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト） より作成

災害廃棄物対策情報サイトトップ＞国の補助スキームについて（補助金） 資料「災害廃棄物処理事業費補助金について」



【解説】廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金について

環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト） より作成

災害廃棄物対策情報サイトトップ＞国の補助スキームについて（補助金） 資料「廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金について」



【解説】災害廃棄物処理業務の再委託

環境省「災害廃棄物対策現地支援チームオペレーションマニュアル」p.40
環境省「災害廃棄物対策指針」用語の定義 より作成

※非常災害：市町村の平時の廃棄物処理体制では対処できない規模の災害。非
常災害に該当するかは市町村の長が判断する。



確認テスト

No 問題文

1
災害廃棄物処理に係る財源調達は、
必要に応じ都度、予算あるいは補正予
算を行う事により対応する。

2
個人で先行し、被災家屋を解体撤去し
た場合は、補助の対象にならない。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
災害廃棄物処理に係る財源調達は、必
要に応じ都度、予算あるいは補正予算を
行う事により対応する。

×

WP20の「業務の目的」の
1項目より。
予算あるいは補正予算
の活用と国庫補助金の
申請により対応する方法
があります。

2
個人で先行し、被災家屋を解体撤去した
場合は、補助の対象にならない。

×

WP20の「業務の目的」の
3項目より。
償還申請をおこない、自
治体の長が内容を認め
たときに、一部の費用が
償還されます
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資金調達
班

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP21 資金調達 班

業務の目的

災害廃棄物処理関連予算の編成及び執行管理を行う

災害等廃棄物処理事業費補助金の申請に係る関連業務
（被災状況の報告、災害等報告書の作成・提出、災害査定
の受験、交付申請、実績報告）を行い、災害廃棄物処理事
業の財源を確保する

主な関係者

 WP22 補助金担当



WP22 補助金 担当

業務の目的

市町村が実施する災害廃棄物の処理に係る費用について、
国庫補助による財政的支援を受けるため、関連事務（被害
状況の集計、災害等報告書の作成、査定対応資料の作成
等）を行う



【解説】災害等廃棄物処理事業とは

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」 p.5, 6 より作成

目的
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象及び海岸保全区域外の海岸
への大量の廃棄物の漂着被害に伴い、市町村が実施する災害廃棄物の処理に
係る費用について、災害等廃棄物処理事業費補助金により被災市町村を財政的
に支援し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。



【解説】災害等廃棄物処理事業とは

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」 p. 7 より作成



【解説】災害等廃棄物処理事業の業務フロー

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」 p.9 より作成



確認テスト

No 問題文

1
災害廃棄物処理関連で実施した業務
は全て国庫補助の対象である。

2
資金調達班は災害等廃棄物処理事業
費補助金の申請に係る関連業務を行
う。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
災害廃棄物処理関連で実施した業務は
全て国庫補助の対象である。

×

WP21の「業務の目的」の
2項目より。
被害状況の報告、災害
等報告書の作成・提出、
災害査定受験などを行
い、交付申請を行い、交
付が決定したものが補助
の対象となります。

2
資金調達班は災害等廃棄物処理事業費
補助金の申請に係る関連業務を行う。

〇
WP21の「業務の目的」の
2項目より。



ＷＰ22
補助金
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP22 補助金 担当

業務の目的

市町村が実施する災害廃棄物の処理に係る費用について、
国庫補助による財政的支援を受けるため、関連事務（被害
状況の集計、災害等報告書の作成、査定対応資料の作成
等）を行う

主な業務

 4.1.1 国庫補助関連事務（災害等報告書の作成ほか）を
行う



4.1.1 国庫補助関連事務（災害等報告書の作成ほ
か）を行う

4.1.1.1 被害状況報告資料、災害等報告書、その他の査定対応
の資料（契約書、請求書、計量伝票、運行記録、作業日
報、車両や作業風景を写した写真 等）を作成（支援）す
る

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.88-89
環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」p.144 より作成



【解説】 補助金申請事務の流れ

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」 p.19 より作成

被災市町村の実施内容
③被害状況の把握・報告
④災害等廃棄物処理事業報告の提出←発災
日から2か月程度で地方事務所を通じて県より作成依頼
がある。災害査定時の資料となる。

⑤（必要に応じ）推計での事前協議
⑧災害査定の実施

被災市町村の実施内容
⑪交付申請
⑫実績報告



【解説】 補助金申請事務の流れ

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」 p.3 より作成



【解説】 災害査定までの流れ

栃木県「災害時の廃棄物処理対応マニュアル」 p.5-4,資料編-3
環境省・常総市「平成27年9月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録」p.78 より作成



質疑応答集の参考

【参考】 災害関係業務事務処理マニュアルの主な記載事
項

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」 より作成

・被災状況の報告→（発災日～当面の間）
発災日から1週間程度の間は毎日、

それ以降は指示を受けて報告（p.13）
・災害等報告書について（p.13～p.18）
・災害等廃棄物処理事業費補助金

補助対象内外早見表（p.27～28）
・廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金

補助対象内外早見表（p.46）
・災害等報告書の作成事例について(p.57～p.73）
・災害等廃棄物処理事業費補助金交付申請書の作成方法について（p.75～85）
・災害等廃棄物処理事業費補助金実績報告書の作成方法について（p.86～96）
・廃棄物処理施設災害復旧費交付申請書の作成方法について（p.103～115）
・廃棄物処理施設災害復旧費実績報告書の作成方法について（p.116～126）
・災害関係事業に係る取扱いについて（質疑応答集）（p.131～164）



【参考】 災害等報告書に添付する主な資料

環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト） より作成

災害廃棄物対策情報サイト＞国の補助スキームについて＞災害等報告書の実例



【参考】 災害等報告書のチェックリスト

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」 p.74
環境省ホームページ より作成

環境省ホームページに
掲載されています

ホーム > 政策分野・行政活動 > 政策分野一覧 > 
廃棄物・リサイクル対策 > 廃棄物処理の現状 >
災害廃棄物対策関連 > 災害等廃棄物処理事業
費補助金及び廃棄物処理施設災害復旧費補助
金 交付要綱等 | 災害廃棄物対策関連



【事例】 災害等報告書作成にあたり留意したこと

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.4-4, 5-18 より作成



確認テスト

No 問題文

1

補助金にかかる申請額の確定にあ
たっては、財務省財務局の立会のもと、
被害状況の実地調査（災害査定）を行
う必要がある。

2
災害査定に必要な資料は、主に事業
費算出内訳とその根拠資料（伝票等
の原本含む）である。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

補助金にかかる申請額の確定にあたって
は、財務省財務局の立会のもと、被害状
況の実地調査（災害査定）を行う必要が
ある。

〇

WP22の「業務の目的」の
1項目より。
災害査定に対応する資
料を作成し、災害査定を
受検する必要があります。

2
災害査定に必要な資料は、主に事業費
算出内訳とその根拠資料（伝票等の原本
含む）である。

×

WP22の「業務の目的」の
1項目より。経費の内訳
に関する根拠資料以外
に、被害状況の資料や、
災害等報告書等が必要
です。
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契約
班

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP23 契約 班

業務の目的

災害廃棄物処理の業務委託、必要な資機材の借上、人材
派遣等、処理業務を進める上で必要な契約事務（単価設
定、設計図書作成、積算、業者選定などに係る契約書類と
その根拠資料の作成 等）を行い、契約を締結し、支出負
担行為を決議する

主な関係者

 WP24 契約担当



WP24 契約 担当

業務の目的

災害廃棄物処理に関する委託業者への契約事務（単価設
定、設計図書作成、積算、業者選定、契約書類作成 等）
を行う

災害廃棄物処理に必要な資機材や人員の確保に関する契
約事務（購入または随意契約理由書作成、単価設定また
は見積比較資料作成、請求書の受理等）を行う



【解説】 災害廃棄物処理に係る契約事務

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」 p.68 より作成

環境省ホームページ＞災害廃棄物
対策情報サイト＞国の補助スキーム

について＞災害等報告書の実例



【解説】 災害廃棄物処理に係る契約事務

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」 p.68 より作成



確認テスト

No 問題文

1

契約班は災害廃棄物処理に必要な契
約事務を行う。

2

災害廃棄物処理に係る契約は、発災
直後の緊急的な対処を考慮した特例
により、補助金申請時に契約関連の根
拠資料を省略することができる。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
契約班は災害廃棄物処理に必要な契約
事務を行う。

〇
WP23の「業務の目的」の
1項目より。

2

災害廃棄物処理に係る契約は、発災直
後の緊急的な対処を考慮した特例により、
補助金申請時に契約関連の根拠資料を
省略することができる。

×

WP23の「業務の目的」の
1項目より。
災害査定時には根拠を
明確にした資料が求めら
れます。



ＷＰ24
契約
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP24 契約 担当

業務の目的

災害廃棄物処理に関する委託業者への契約事務（単価設定、
設計図書作成、積算、業者選定、契約書類作成 等）を行う

災害廃棄物処理に必要な資機材や人員の確保に関する契約事
務（購入または随意契約理由書作成、単価設定または見積比較
資料作成、請求書の受理等）を行う

主な業務

 4.2.1 委託業者への契約事務を行う

 4.2.2 必要な資機材や人員の確保に関する契約事務を
行う



4.2.1 委託業者への契約事務を行う

4.2.1.1 委託業者への契約事務（単価設定、設計図書作成、積
算、業者選定、契約資料作成等）を行う

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.61, 69, 74
環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」p.48  より作成



4.2.2 必要な資機材や人員の確保に関する契約事
務を行う

4.2.2.1 業者への契約事務（契約理由書作成、単価設定・見積
比較資料作成、請求書の受理等）を行う

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.61, 69, 74
環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」p.48  より作成



【参考】 契約の種類別提出書類

環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト） より作成

災害廃棄物対策情報サイト＞国の補助スキームについて＞災害等報告書の実例 より



【参考】 契約に係る留意点

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」 p.69, 70 より作成

第2節 契約に係る留意点
1.単独契約の場合、災害査定で確認される内容

・なぜ単独随契としたのか、急施を要する（要した）のか。
・契約の相手方はどのように選定したか、事前締結の協定があったのか。
・金額の妥当性はどのようにして認定したか、設計金額と比べてどうか。
・設計図書はどのような内容か。
・参考見積は徴収したか。

2.見積合わせによる随意契約の場合、災害査定で確認される内容
・なぜ入札にしなかったか。
・見積もり合わせで決定したことは良いとしても、各事業者が設計額よりも著しく
高値になっていないか。高値の見積ばかりでなかったか。

・見積もりを依頼した業者はどのように選定したのか。
・設計は適切だったか。

3.入札の場合、災害査定で確認される内容
・予定価格の設計に問題が無かったか。



第3節 各種の契約
1.収集運搬・処分に関する契約
処分先を選定する際、一般的な契約上の説明事項のほかに、以下の事項が分かる書類
の提出を求めて確認する。
・多量の災害廃棄物を所定の期間内に適切に処理できる体制を有している。
・実績を有する。
・処分方法の妥当性はどのように判断したか。
・業者はどのように選定したか。何社に問い合わせし、参加したか。
・金額の妥当性はどのように判断したか。
・リサイクルと焼却（または埋立）の費用を比較検討してどうか。

2.生活ごみの収取運搬・処分に係る契約
委託業者が被災して対応できない場合には、新たな契約先として、以下が考え
られる。
・他の市町村からの派遣（有償の場合、早めに金額算定根拠資料の提出を依頼する）
・他の一般廃棄物収取運搬、処分許可業者への委託契約
・産業廃棄物処分業者への委託

3.仮置場の管理・運営に関する契約
・仮置場の管理・運営に係る業者への委託は、仮置場の開設を迅速に行う必要があるた
め、単独随契になる事例が多いが、この場合も仕様書の作成、積算をしっかりしておくこ
と及び金額の根拠、妥当性に関する資料を整備する必要がある。

【参考】 契約に係る留意点

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」 p.71, 72 より作成



環境省ホーム＞熊本地震への対応＞行政上の権利利益の延長・義務不履行の
免責等について＞環境省所管法令等における主な災害時の特例規定の例

廃棄物処理法関係の特例

市町村による一般廃棄物処理施設
の設置の届出
（第9条の3の2）

あらかじめ都道府県知事から同意を得ていた場合、発災時に最大
30日間の法定期間を待たずに一般廃棄物処理施設の設置可能。

市町村から処分の委託を受けたも
のによる一般廃棄物処理施設の設
置の届出
（第9条の3の3）

市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けたも
のは、都道府県知事への届出で一般廃棄物処理施設の設置可能。

産業廃棄物処理施設の設置者に
係る一般廃棄物処理施設の設置
の届出
（第15条の2の5第2項）

非常災害時には、産業廃棄物処理施設の設置者が、当該施設にお
いて、当該施設で処理するものと同様の性状を有する一般廃棄物
を処理する場合、設置の届出は事後でも可能。

収集、運搬、処分等の再委託
（施行令第4条第3号、施行規則第
2条第1号及び第2条の3第1号）

非常災害時には、一般廃棄物の収集、運搬、処分等を環境省令で
定める者に再委託することが可能。

※非常災害：市町村の平時の廃棄物処理体制では対処できない規模の災害。非
常災害に該当するかは市町村の長が判断する。

【解説】 環境省所管法令等における主な災害時の特例規定の例

環境省ホームページ
環境省「災害廃棄物対策指針」(用語の定義） より作成



確認テスト

No 問題文

1

契約担当は単価設定、設計図書、積
算、業者選定、契約書など、契約に関
し、根拠を明確に示した資料を作成・
整理する。

2

災害廃棄物処理において、発災後、単
独随意契約で業者と契約を結んだ際、
緊急性などを考慮し、その選定理由資
料を作成する必要はない。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

契約担当は単価設定、設計図書、積算、
業者選定、契約書など、契約に関し、
根拠を明確に示した資料を作成・整理
する。

〇
WP24の「業務の目的」の1
項目より。

2

災害廃棄物処理において、発災後、単
独随意契約で業者と契約を結んだ際、
緊急性などを考慮し、その選定理由資
料を作成する必要はない。

×

WP24の「業務の目的」の
2項目より。
随意契約の場合、国庫補
助金の申請を行う際、理由
書が必要になります。



ＷＰ25
支払
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP25 支払 担当

業務の目的

災害廃棄物の回収、運搬、保管（仮置場の運営管理）、解
体、撤去、処理等で業務を委託する事業者に対し、必要な
支払事務を行う

自費償還の申請に対し、償還額の確認・決定・支払いに必
要な関連事務を行う

※自費償還：被災家屋を自費で解体し、費用の償還を市町村に申請すること。なお自費償還を行
う自費解体制度は自費解体費用の全額を補助するものではない。また、自費解体は、自治体
の長が審査し、償還が適当であると認められるときに、申請者は償還金の支払いを請求できる。

主な業務

 4.3 契約の履行に基づく支払いの実行



4.3 契約の履行に基づく支払いの実行

4.3.1 業者に対する支払い関連業務を行う

4.3.2 自費償還の申請に対する関連事務を行う

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」p.3 より作成



【解説】契約に基づく支払いの実行

環境省「巨大災害より発生する災害廃棄物の処理に自治体はどう備えるか～東日本大震災の事例から学ぶもの～」p.132, 133
環境省「災害廃棄物対策現地支援チームオペレーションマニュアル」p.15 より作成



【事例】自費解体の償還金の支払い（益城町H28）

益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.28,29, 付録資料集Ⅲ-⑦ より作成



【事例】自費解体の償還金の支払い（倉敷市H30）

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-75, 78 より作成



確認テスト

No 問題文

1

支払担当は、災害廃棄物処理業務を
委託した事業者に対し、契約に基づき、
必要な支払事務を行う。

2
支払担当は損壊家屋の解体撤去を自
費で行った申請者に対し、解体業者等
からの領収証を確認し、支払いを行う。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

支払担当は、災害廃棄物処理業務を委
託した事業者に対し、契約に基づき、必
要な支払事務を行う。

〇
WP25の「業務の目的」の
1項目より。

2
支払担当は損壊家屋の解体撤去を自費
で行った申請者に対し、解体業者等から
の領収証を確認し、支払いを行う。

×

WP25の「業務の目的」の
2項目より。支払い担当
は申請者に対し、償還額
を確認して支払う必要が
あります。自費償還額は
対象外の費用を差し引
いた後、自治体の算定額
と比較し低い額が支払わ
れます。



ＷＰ26
事態対処
統括

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP26 事態対処 統括

業務の目的

災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するため、災害廃棄物
の分別回収、解体・撤去、仮置場等での分別保管、中間処理、
最終処分の業務を実行する

災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するため、事態対処各
班の日々の業務を管理する

主な関係者

 WP27 回収班

 WP30 撤去班

 WP35 保管班

 WP38 中間処理班

 WP40 最終処分班



WP27 回収 班

業務の目的

公衆衛生の確保および生活環境の保全を目的として、被
災状況に応じた処理体制を早期に整備し、生活ごみ、避難
所ごみを収集・運搬し、その記録を情報班に報告する

公衆衛生の確保および生活環境の保全を目的として、被
災状況に応じた処理体制を早期に整備し、し尿（一般・避難
所・仮設トイレ等）を収集・運搬し、その記録を情報班に報
告する

※災害廃棄物の処理・処分は災害等廃棄物処理事業費補助金の対象であるが、生活ごみ、避難所ごみ
及びし尿（仮設トイレ等からのくみ取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水は除く） は災害等廃棄物
処理事業費補助金の対象外である。



WP30 撤去 班

業務の目的

片付けごみを分別、撤去後、仮置場へ運搬し、記録等を情
報班へ報告する

可能な限り所有者等の承諾を得て、廃自動車、廃船舶等
を撤去し、記録等を情報班へ報告する

倒壊の恐れのある損壊家屋等について、可能な限り所有
者等の承諾を得て、解体・撤去を行い、記録等を情報班へ
報告する

廃棄物中に混在する思い出の品や貴重品等を回収し、記
録等を情報班へ報告する



WP35 保管 班

業務の目的

仮置場等に搬入された廃棄物を分別保管し、優先順位を
つけて処理・処分先へ搬出する

仮置場の運営・管理を行い、日々の記録を情報班に報告
する

思い出の品・廃自動車・廃船舶等の所有者照会を行い、結
果を情報班に報告する



WP38 中間処理 班

業務の目的

中間処理場における搬入車両の情報、廃棄物の種類別の
搬出入量・処理量・受入可能量、環境モニタリング結果を
情報班へ報告する

処理物の性状や処理量に応じた処分方法の検討を行い、
工程管理を行う

個々の処分先の受入基準に応じた中間処理物の安全性確
認結果を、情報班へ報告する

情報班などから指示を得て、中間処理後の廃棄物を適切
な処分先に運搬する



WP40 最終処分 班

業務の目的

最終処分場における搬入車両の情報、廃棄物の種類別の
搬出入量・処理量を記録し、情報班へ報告する

被災市町村の処理能力と災害廃棄物の性状や量を考慮し、
情報班等と連携しながら適切な処分方法を検討し、最終処
分の工程管理を行う



【解説】災害廃棄物処理業務とは

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.3 より作成



【解説】災害廃棄物処理業務とは

環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」p.6 より作成



【解説】災害廃棄物処理業務とは

環境省（仮置場に関する部会）「仮置場に関する検討結果」（https://tohoku.env.go.jp/仮置き場に関する報告書.pdf） p.1 より作成

WP27 回収班
WP30 撤去班

WP35 保管班

WP38 中間処理班

WP40 最終処分班

※赤文字：本スライドの「○○班」に該当するWPを加筆



確認テスト

No 問題文

1
災害廃棄物は搬入時の分別が困難で
あり、仮置場等での選別が基本となる。

2
事態対処統括は災害廃棄物を適正か
つ円滑・迅速に処理するため、事態対
処の各班の日々の業務を管理する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
災害廃棄物は搬入時の分別が困難であ
り、仮置場等での選別が基本となる。

×

WP26の「業務の目的」の
1項目より。できる限り回
収時から数種類に分別し
て仮置場に搬入し、更に
仮置場や中間処理場で
選別します。

2
事態対処統括は災害廃棄物を適正かつ
円滑・迅速に処理するため、事態対処の
各班の日々の業務を管理する。

〇
WP26の「業務の目的」の
2項目より。



ＷＰ27
回収
班

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP27 回収 班

業務の目的

公衆衛生の確保および生活環境の保全を目的として、被災状況
に応じた処理体制を早期に整備し、生活ごみ、避難所ごみを収
集・運搬し、その記録を情報班に報告する

公衆衛生の確保および生活環境の保全を目的として、被災状況
に応じた処理体制を早期に整備し、し尿（一般・避難所・仮設トイ
レ等）を収集・運搬し、その記録を情報班に報告する

※災害廃棄物の処理・処分は災害等廃棄物処理事業費補助金の対象であるが、生活ごみ、避難所ごみ
及びし尿（仮設トイレ等からのくみ取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水は除く） は災害等廃棄物
処理事業費補助金の対象外である。

主な関係者

 WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

 WP29 し尿担当



WP28 生活ごみ・避難所ごみ 担当

業務の目的

生活ごみ・避難所ごみの収集・運搬を行うため、ごみの発
生状況や、収集車両、収集ルート、処理施設や委託業者等
の被災状況を確認し、記録を整理する

公衆衛生悪化の防止の観点から、悪臭や害虫の発生を防
ぐ目的で、生ごみ等の腐敗性廃棄物等は分別し、優先的に
回収する

生活ごみ・避難所ごみを収集し、処理場へ運搬し、記録を
整理する



WP29 し尿 担当

業務の目的

災害対策本部の対応や情報を確認しつつ、し尿処理施設、
委託業者、収集車両やルートの被災状況、上下水道や電
気等の使用可否・復旧見込を確認し、記録を整理する

災害対策本部と連絡を密にとり、仮設トイレやバキューム
車、オペレーター、衛生用品等の必要数と種類を把握する

把握した情報を元に、下水道部局等関係部局との役割分
担を明確にした上で、仮設トイレ等の情報一覧表を作成し、
し尿の収集・運搬を行い、その記録を整理する

※し尿の収集には災害により便槽に流入した汚水の汲み取りも含む
※災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となるのは、災害救助法に基づく避難

所の開設期間内のし尿処理経費



【解説】生活ごみ・避難所ごみ・し尿の処理方法（発災後）

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.12, 13  より作成

災害時において、災害廃棄物だけでなく、通常の一般廃棄物の
処理が継続的かつ確実に実施されることが極めて重要です



確認テスト

No 問題文

1

発災後、建物の倒壊や浸水等、直接
被災状況が確認されない地区におい
て、生活ごみの収集・運搬が滞ること
はない。

2

災害時に被災していない一般家庭か
ら排出されるし尿の処理は、災害等廃
棄物処理事業の補助対象範囲外であ
る。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

発災後、建物の倒壊や浸水等、
直接被災状況が確認されない地
区において、生活ごみの収集・運
搬が滞ることはない。

×

WP27の「業務の目的」の
1項目より。処理施設や事業者、収
集ルート等の被災により、平時の収
集・運搬の継続が困難になることも
あり、被災状況を確認し、処理体制
を早期に整備することが重要です。

2

災害時に被災していない一般家
庭から排出されるし尿の処理は、
災害等廃棄物処理事業の補助対
象範囲外である。

〇

WP27の「業務の目的」の
2項目より。一般家庭から排出され
るし尿の処理は、公衆衛生の確保
および生活環境の保全を目的とし
て市町村が継続して実施する必要
があります。但し、被災していない
家庭からの収集は、災害等廃棄物
処理事業において補助金申請の対
象外です。



ＷＰ28
生活ごみ・避難所ごみ
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP28 生活ごみ・避難所ごみ 担当

業務の目的

生活ごみ・避難所ごみの収集・運搬を行うため、ごみの発生状況
や、収集車両、収集ルート、処理施設や委託業者等の被災状況
を確認し、記録を整理する

公衆衛生悪化の防止の観点から、悪臭や害虫の発生を防ぐ目
的で、生ごみ等の腐敗性廃棄物等は分別し、優先的に回収する

生活ごみ・避難所ごみを収集し、処理場へ運搬し、記録を整理す
る

主な業務

 5.1.1 生活ごみ、避難所ごみを収集・運搬し、記録を整理する



5.1.1 生活ごみ、避難所ごみを収集・運搬し、記録を整理す
る

5.1.1.1 生活ごみ、避難所ごみの発生状況、回収ルートの被災
状況を確認し、写真や記録を整理する

5.1.1.2 腐敗性ごみを早急に回収・処理する

5.1.1.3 生活ごみ・避難所ごみを収集・運搬し、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-31
環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.12, 17, 21, 40 より作成



5.1.1 生活ごみ、避難所ごみを収集・運搬し、記録を整理する

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.41 より作成

被害状況の判る
写真、位置図等
の記録を作成し、
情報班へ提出し
ます（被害状況報
告、災害等報告
書の資料として
使用）。

初動時の対応



5.1.1 生活ごみ、避難所ごみを収集・運搬し、記録を整理する

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.43
環境省 関東地方環境事務所ホームページ より作成

↑環境省＞地方環境事務所＞
関東地方環境事務所＞災害廃
棄物処理の手引き・広報原稿・
記録

腐敗性廃棄物の優先撤去等



5.1.1 生活ごみ、避難所ごみを収集・運搬し、記録を整理する

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.12 より作成

平成30年7月豪雨における処理施設の被災（倉敷市）



確認テスト

No 問題文

1

生活ごみ・避難所ごみの収集・運搬を
行うため、ごみの発生状況、収集車両
やルート、処理施設や委託業者等の
被災状況を確認する。

2
発災直後は平時の収集体制を上回る
廃棄物が発生するため、大型の廃棄
物を優先して回収する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

生活ごみ・避難所ごみの収集・運搬を行
うため、ごみの発生状況、収集車両や
ルート、処理施設や委託業者等の被災状
況を確認する。

〇
WP28の「業務の目的」の
1項目より。

2
発災直後は平時の収集体制を上回る廃
棄物が発生するため、大型の廃棄物を優
先して回収する。

×

WP28の「業務の目的」の
2項目より。
公衆衛生悪化の防止の
観点から、腐敗性廃棄物
等は分別し、優先的に回
収します。



ＷＰ29
し尿
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP29 し尿 担当

業務の目的

災害対策本部の対応や情報を確認しつつ、し尿処理施設、委託
業者、収集車両やルートの被災状況、上下水道や電気等の使用
可否・復旧見込を確認し、記録を整理する

災害対策本部と連絡を密にとり、仮設トイレやバキューム車、オ
ペレーター、衛生用品等の必要数と種類を把握する

把握した情報を元に、下水道部局等関係部局との役割分担を明
確にした上で、仮設トイレ等の情報一覧表を作成し、し尿の収
集・運搬を行い、その記録を整理する

主な業務

 5.1.2 し尿（一般、避難所、仮設トイレ）を収集・運搬し、記録を
整理する

※し尿の収集には災害により便槽に流入した汚水の汲み取りも含む
※災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となるのは、災害救助法に基づく避難所の開設

期間内のし尿処理経費



5.1.2 し尿（一般、避難所、仮設トイレ）を収集・運搬し、記録
を整理する

5.1.2.1 情報班を通じ、災害対策本部事務局（防災部局）の対応や情
報を確認しつつ、し尿処理施設、委託業者、収集車両やルー
ト、浄化槽、便槽、排水管の被災状況、上下水道や電気等の
使用可否や復旧見込等を確認し、写真や記録を整理する

5.1.2.2 情報班を通じ、災害対策本部事務局（防災部局）の対応を確
認した上で、仮設トイレおよびバキューム車、オペレーター、
衛生用品等の必要数と種類を把握し、記録を整理する

5.1.2.3 情報班を通じ、災害対策本部事務局（防災部局）の対応を確
認した上で、仮設トイレ等の情報一覧表（位置、設置数、タイ
プ、使用状況等）を作成する

5.1.2.4 関係部局との役割分担を明確にした上で、し尿を収集・運搬
し、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-20
環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.13, 15, 17
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.10-12, 42 より作成



5.1.2 し尿（一般、避難所、仮設トイレ）を収集・運搬し、記録
を整理する

環境省「日本におけるし尿処理・分散型生活排水処理システム」p.6 より作成

指定廃棄物処理_収集、運搬及び処分の実施主体

指定廃棄物の種類 国 県および市町村

全般（連携調整） - 廃棄物部局

水道施設から生じた汚泥
等の堆積物等

厚生労働省 水道担当部局

公共下水道・流域下水道
に係る発生汚泥等

国土交通省 下水道担当部局

工業用水道施設から生じ
た汚泥等の堆積物等

経済産業省 工業用水道担当部局

集落排水施設から生じた
汚泥等の堆積物

農林水産省・環境省 農林水産部局

農林業系副産物

環廃対発第120120002号、環廃産発第120120002号（平成24年1月20日）

平常時、例えば水洗トイレが下水道部局、農業集落排水施
設が農林水産部局、浄化槽タイプや汲み取り便所が廃棄物
部局の対応と分かれていた場合、災害後、仮設トイレの設置
や汲み取り、管理はどの部署で実施するのか、混乱すること
が無いよう、役割分担を明確にする必要があります。

災害時、家庭の排水管や下水
道管が破損する、あるいは断
水すると水洗トイレが使用でき
なくなります（以下同じ）

収集車が水没等で使用できな
いこともあります

処理施設が被災す
る可能性もあります

浄化槽が破損し、汚水が
流れずトイレが使用でき
なくなることもあります

便槽に洪水などの汚水が
流入し、トイレが使用でき
なくなることもあります

赤文字：本スライドで加筆

発災後、各家庭やマンホール等からの汚水漏れの情
報、下水道部局からの下水道破損状況の情報等を入
手し、必要に応じ、情報班、広報班を通じて各家庭に
「トイレ使用の制限に関する広報」を出す必要がありま
す。

役割分担



5.1.2 し尿（一般、避難所、仮設トイレ）を収集・運搬し、記録
を整理する

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」事例集p.9
益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.61 より作成

災害時の仮設トイレ設置事例



5.1.2 し尿（一般、避難所、仮設トイレ）を収集・運搬し、記録
を整理する

内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」p.12, 13 より作成

給水・排水設備が機能していない場合、仮設トイレ
が設置されていない期間等において使用(例）発災
直後～3日）

災害用トイレの種類と特徴



5.1.2 し尿（一般、避難所、仮設トイレ）を収集・運搬し、記録
を整理する

内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」p.14, 15 より作成

維持、管理、し尿の汲み取り体制（バキューム車、
オペレーターの確保、収集運搬計画作成）がとれて
いるかなどを考慮して設置

災害用トイレの種類と特徴



5.1.2 し尿（一般、避難所、仮設トイレ）を収集・運搬し、記録
を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-22, 23 
内閣府ホームページ より作成

内閣府ホーム>内閣府の政策>防災情報のページ>
防災対策制度>避難所の生活環境対策

一覧表の作成・整理



5.1.2 し尿（一般、避難所、仮設トイレ）を収集・運搬し、記録
を整理する

環境省・広島市「平成30年7月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理の記録」p.31 より作成

汲み取り便槽及び浄化槽内の流入物の収集事例



確認テスト

No 問題文

1

し尿処理にかかる被災状況は、し尿処
理施設、委託業者、収集車両やルート、
浄化槽、便槽、排水管の被災状況に
ついて確認する。

2

し尿の処理はバキューム車の管理（積
載量、収集回数等）で処理状況を把握
するため、仮設トイレ等の情報一覧表
は必要ない。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

し尿処理にかかる被災状況は、し尿処理
施設、委託業者、収集車両やルート、浄
化槽、便槽、排水管の被災状況について
確認する。

×

WP29の「業務の目的」の
1項目より。
上下水道や電気の状態
によって水洗トイレの使
用可否が決まり、仮設ト
イレ等の必要数も変わり
ますので、確認する必要
があります。

2

し尿の処理はバキューム車の管理（積載
量、収集回数等）で処理状況を把握する
ため、仮設トイレ等の情報一覧表は必要
ない。

×

WP29の「業務の目的」の
2項目より。計画的な処
理運搬体制の構築のた
め、仮設トイレ等の情報
一覧表は必要です。
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撤去
班

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP30 撤去 班

業務の目的

片付けごみを分別、撤去後、仮置場へ運搬し、記録等を情報班へ報告
する

可能な限り所有者等の承諾を得て、廃自動車、廃船舶等を撤去し、記
録等を情報班へ報告する

倒壊の恐れのある損壊家屋等について、可能な限り所有者等の承諾
を得て、解体・撤去を行い、記録等を情報班へ報告する

廃棄物中に混在する思い出の品や貴重品等を回収し、記録等を情報
班へ報告する

主な関係者

 WP31 片付けごみ担当

 WP32 廃自動車・廃船舶等担当

 WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

 WP34 思い出の品等回収担当



WP31 片付けごみ 担当

業務の目的

片付けごみの集積場所、混合状態、規模を確認し、収集運
搬計画を作成後、必要な体制を確保する

混合廃棄物が過集積状態となった集積場から廃棄物を分
別、積み込み、撤去、仮置場等へ運搬し、記録を整理する

ボランティア等と連携し、搬出困難者に対する搬出支援を
行い、記録を整理する



WP32 廃自動車・廃船舶等 担当

業務の目的

関係機関や他部局と連携し、廃自動車、廃船舶等について、
撤去前の状態を確認し、写真等の記録を整理する

撤去対象となる廃自動車、廃船舶等の車両ナンバーまた
は船舶番号等をリスト化する

関係機関や他部局と連携し、可能な限り所有者等の利害
関係者の承諾を得て、廃自動車、廃船舶等を仮置場など
の一時保管場所へ運搬する



WP33 損壊家屋等の解体撤去 担当

業務の目的

損壊家屋等の被災状況を確認し、写真や記録を整理する

大量の廃棄物の発生が見込まれ、特定非常災害に指定さ
れた災害において、市町村が解体の必要があると判断した
損壊家屋等（全壊および半壊）について、委託業者を管理
し、公費解体業務を実行する

公費解体等に伴う関係書類の作成、審査、確認を行う
※特定非常災害：国が指定する著しく異常かつ激甚な非常災害（特定非常災害の被害者の権利利益の
保全等を図るための特別措置に関する法律 第2条1項、第2条第2項）



WP34 思い出の品等回収 担当

業務の目的

廃棄物中に混在する思い出の品を回収し、保管場所へ運
搬する

所有者等が不明な貴重品（株券、金券、商品件、古銭、貴
金属等）を警察に届け出る

文化遺産等が他の災害廃棄物と混在しないよう措置し、文
化財保護担当部局に連絡する

思い出の品について、発見場所や日時、品目等の情報が
わかるリストを作成する



【解説】 片付けごみの回収戦略

環境省「災害廃棄物対策指針」技17-3 
環境省「災害廃棄物対策現地支援チームオペレーションマニュアル」p.22 より作成

勝手仮置場が発生した場合は、早期撤去し、撤去後は閉鎖を徹底する



【解説】 片付けごみの回収戦略

環境省「災害廃棄物対策指針」技17-3 
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-12 より作成



【解説】 損壊家屋の撤去等にかかる作業・処理フローと留意点

環境省「災害廃棄物対策指針」技19-1 より作成

・建物内の貴金属やそ
の他の有価物等の動
産及び位牌、アルバム
等の個人にとって価値
があると認められるも
のは、一時又は別途保
管し所有者等に引き渡
す機会を提供する。



確認テスト

No 問題文

1
片付けごみは、生ごみ等の生活ごみと
の分別が難しいため、一括撤去する。

2
損壊家屋の撤去にあたっては、所有
者の承諾を得ずに撤去することができ
る。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
片付けごみは、生ごみ等の生活ごみとの
分別が難しいため、一括撤去する。

×

WP30の「業務の目的」の
1項目より。悪臭や害虫
の発生を防ぐため、生ご
み等は可能な限り分別し、
優先的に撤去します。

2
損壊家屋の撤去にあたっては、所有者の
承諾を得ずに撤去することができる。

×

WP30の「業務の目的」の
3項目より。可能な限り所
有者等の利害関係者の
承諾を得て撤去します。
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片付けごみ
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP31 片付けごみ 担当

業務の目的

片付けごみの集積場所、混合状態、規模を確認し、収集運
搬計画を作成後、必要な体制を確保する

混合廃棄物が過集積状態となった集積場から廃棄物を分
別、積み込み、撤去、仮置場等へ運搬し、記録を整理する

ボランティア等と連携し、搬出困難者に対する搬出支援を
行い、記録を整理する

主な業務

 5.2.1 片付けごみを粗分別後、仮置場等へ収集運搬し、
記録を整理する



5.2.1 片付けごみを粗分別後、仮置場等へ収集運搬し、記
録を整理する

5.2.1.1 片付けごみの集積場所や規模を住宅地図等にプロット
し、収集運搬計画を作成、写真等の記録を整理する

5.2.1.2 被災地の状況に応じて混合廃棄物の粗分別を行う

5.2.1.3 集積場から廃棄物を粗分別の種類別に車両へ積み込
み、仮置場等へ運搬し、記録を整理する

5.2.1.4 腐敗性ごみ・有害ごみを早急に回収・処理し、記録を整
理する

5.2.1.5 ボランティア等と連携し、搬出困難者に対する搬出支援
を行い、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-19
環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 」p.12
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.50, 58 より作成



5.2.1 片付けごみを粗分別後、仮置場等へ収集運搬し、記
録を整理する

環境省・常総市「平成27年9月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録」p.39, 40 より作成

①片付けごみの集積場所や規模を
住宅地図等に記録する

②片付けごみの状態を写真等に記録する

③作業手順や、作
業台数、作業員数、
班構成、収集ルー
トを定めた収取運
搬計画書を作成し、
片付けごみの撤
去作業を開始する。



5.2.1 片付けごみを粗分別後、仮置場等へ収集運搬し、記
録を整理する

国立環境研究所 災害廃棄物情報プラットフォーム より作成

【現場対応状況】
・「可燃」、「不燃」、「混合ごみ」、「粗大」に
分別
・混合ごみは特設ヤードに排出
・生活ごみの収集は従来の委託業者が担
当
・ごみの種類ごとに車両を振り分け、4台1
組のようにチームで分別収集を実施
【注意事項】
・水害の場合、水分を含んで重くなるので、
平時の意識で積み込むと過積載のおそれ
がある
・支援先のゴミの分別ルール、道路などを
把握しておく必要がある
・収集を人力で行うごみと重機が必要とな
るごみを分けて対処する必要がある
・いかに早く正しい情報を把握するかという
事が大切
・農薬など取り扱いに慣れていない危険物
があるので注意する

平成27年9月関東・東北豪雨の際
の横浜市・名古屋市の支援事例

災害廃棄物情報プラットフォームトップページ > 災害廃棄物処理の現場レポート > 「平
成27年9月関東・東北豪雨災害調査報告～収集支援 横浜市編・名古屋市編～」



5.2.1 片付けごみを粗分別後、仮置場等へ収集運搬し、記
録を整理する

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-11, 12 より作成



確認テスト

No 問題文

1

災害後、混合状態の廃棄物が一度に
大量に廃棄されるが、ごみステーショ
ン以外に廃棄されることは稀である。

2
片付けごみ担当者はボランティア等と
連携し、搬出困難者に対する搬出支
援を行う。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

災害後、混合状態の廃棄物が一度に大
量に廃棄されるが、ごみステーション以
外に廃棄されることは稀である。

×

WP31の「業務の目的」の
1項目より。これまでの災
害で、排出場所が把握で
きない事例があるため、
排出場所と規模や状態
の確認が必要です。

2
片付けごみ担当者はボランティア等と連
携し、搬出困難者に対する搬出支援を行
う。

〇
WP31の「業務の目的」の
2項目より。



ＷＰ32
廃自動車・廃船舶等
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP32 廃自動車・廃船舶等 担当

業務の目的

関係機関や他部局と連携し、廃自動車、廃船舶等について、撤
去前の状態を確認し、写真等の記録を整理する

撤去対象となる廃自動車、廃船舶等の車両ナンバーまたは船舶
番号等をリスト化する

関係機関や他部局と連携し、可能な限り所有者等の利害関係者
の承諾を得て、廃自動車、廃船舶等を仮置場などの一時保管場
所へ運搬する

主な業務

 5.2.2 廃自動車、廃船舶等の状態を確認後、必要に応じて仮
置場等へ運搬し、記録を整理する



5.2.2 廃自動車、廃船舶等の状態を確認後、必要に応じて
仮置場等へ運搬し、記録を整理する

5.2.2.1 関係機関や他部局と連携し、廃自動車、廃船舶等につ
いて、撤去前の写真や記録を整理する

5.2.2.2 撤去対象となる廃自動車、廃船舶等の車両ナンバーま
たは船舶番号等をリスト化する

5.2.2.3 関係機関や他部局と連携し、可能な限り所有者等の利
害関係者の承諾を得て、廃自動車、廃船舶等を仮置場
等の一時保管場所へ運搬する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-14 より作成



5.2.2 廃自動車、廃船舶等の状態を確認後、必要に応じて
仮置場等へ運搬し、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.技24-8
大規模災害により被災した自動車の処理について（事務連絡 平成28年4月22年、環境省、経産省、国交省）
環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.158 より作成

廃自動車の処理
【基本的事項】：被災自動車の処分には、原則として所有者の意思確認が必要。
【処理フロー】

※道路啓開を実施する際、緊急車
両の通行の妨害となっている車両や
その他の物件は、災害対策基本法
第76条の6に基づき、道路管理者が
移動することが出来る。

※外形上から判断してその効用を
成さない状態にあると認められる
自動車は、所有者による保管が可
能な場合を除き、仮置場へ移動し、
その後所有者照会を行う

※道路上等に放置されている自動車は原則、所有者が移動する

所有者引き取りの
意思がある場合

所有者引き取りの意思が無い、所有者不明の場合

自動車リサイクル法に則る処理を行う

※撤去前の写真と、車台番号お
よびナンバープレートなどを記
録する



5.2.2 廃自動車、廃船舶等の状態を確認後、必要に応じて
仮置場等へ運搬し、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.技24-9 より作成

廃バイクの処理
【基本的事項】：・処分には、原則として所有者の意思確認が必要。

・ハンドル、車体（フレーム）、ガソリンタンク、エンジン、前後輪が一体となっているも
のは、二輪リサイクルシステムを利用することが望ましい。

【処理フロー】

※道路上等に放置されているバイクは原則、所有者が移動する

所有者引き取りの
意思がある場合

所有者引き取りの意思が無い、所有者不明の場合

※撤去前の写真と、車両
番号および車検証の情報
等を記録する



5.2.2 廃自動車、廃船舶等の状態を確認後、必要に応じて
仮置場等へ運搬し、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p2-31.技24-10 より作成

廃船舶の処理
【基本的事項】：・移動可能な船舶は、必要に応じ随時、仮置場等に移動して差し支えない。

・外形上明らかに効用を失った被災船舶は処理可能とする。効用の有無と判断基準は下表の通りである。
・被災船舶の処理は所有者が行うことが原則であるが、「災害その他の事柄により特に必要となった廃棄物の

処理」として被災市町村が処理を行う場合は国庫補助対象となる。

【処理フロー】

※大型船舶の場合、現場で
解体作業を行うケースもある

※撤去前の写真と、船舶に表
示された①船舶番号（小型船
舶：検査済番号）、②信号符
字、③漁船登録番号、④船名、
⑤船籍港の情報などを記録
する



確認テスト

No 問題文

1

路上に残り、緊急通行車両の妨害とな
る廃自動車、廃船舶は廃棄物と定義
づけられるので、廃棄物部局で撤去す
る。

2
撤去の対象となる廃自動車、廃船舶
等については、廃棄が前提のため、車
両番号等の記録作業を行わない。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

路上に残り、緊急通行車両の妨
害となる廃自動車、廃船舶は廃
棄物と定義づけられるので、廃
棄物部局で撤去する。

×

道路啓開の妨げとなる場合、災
害対策基本法76条の6により道
路管理者が移動するため、WP32
の「業務の目的」の3項目にある
通り、関係機関や他部局と連携し、
作業を行う必要があります。

2

撤去の対象となる廃自動車、廃
船舶等については、廃棄が前提
のため、車両番号等の記録作業
を行わない。

×

WP32の「業務の目的」の
2項目より。被災自動車の処分に
は、原則として所有者の意思確
認が必要となるため、車両番号
等を記録、リスト化し、保管場所
等で所有者照会作業を行う必要
があります。



ＷＰ33
損壊家屋等の解体撤去
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP33 損壊家屋等の解体撤去 担当

業務の目的

損壊家屋等の被災状況を確認し、写真や記録を整理する

大量の廃棄物の発生が見込まれ、特定非常災害に指定された
災害において、市町村が解体の必要があると判断した損壊家屋
等（全壊および半壊）について、委託業者を管理し、公費解体業
務を実行する

公費解体等に伴う関係書類の作成、審査、確認を行う

※特定非常災害：国が指定する著しく異常かつ激甚な非常災害（特定非常災害の被害者の
権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第2条1項、第2条第2項）

主な業務

 5.2.3 倒壊のおそれのある損壊家屋等について解体・撤去を行
い、記録を整理する



5.2.3 倒壊のおそれのある損壊家屋等について解体・撤去
を行い、記録を整理する

5.2.3.1 情報班を通じ、災害対策本部事務局（防災部局）の対応
状況を確認した上で、損壊家屋等の被災状況を確認し、
写真や記録を整理する

5.2.3.2 公費解体の委託業者より提出された報告資料内容の確
認を行い、不足資料がある場合は申請者等へ資料を請
求する

5.2.3.3 公費解体の委託業者への資料送付・連絡・調整・指示を
行う

5.2.3.4 委託業者の情報（事業者および関連下請け会社の情報、
資格保有情報等）をリスト化し、進捗状況を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-13
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.77-78, 87 
環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」p.23, 34  より作成



5.2.3 倒壊のおそれのある損壊家屋等について解体・撤去
を行い、記録を整理する

環境省「災害関係業務事務処理マニュアル」p.１４８, １４９
長野市ホームページ、桑折町ホームページ
益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.72 より作成

【公費解体制度】 被災家屋の解体撤去は、本来、私有財産の処分であり、原則として所有者の責任におい
て行われるべきであるが、被災者の生活再建、生活環境上の支障除去、二次災害防止のため、廃棄物処
理法の規定に基づき特例措置として被災市町村が公費で実施するもの。

公費解体 自費解体(費用償還）

・被災家屋等の所有者の申請に基づき、行政が所有者に代わ
り解体及び撤去するもの。
・業者への発注なども被災市区町村が行うため、所有者に金
銭的負担がかからない。
・書類受付、審査を経て解体の準備を進めるため、解体作業
まで時間を要する。
・準拠する法律：廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・被災家屋等を自らの費用負担により解体・撤去した所有
者に対し、算定基準の範囲内で、解体・撤去に要した費用
を償還するもの。

・所有者に一時的な費用負担が発生し、全額償還されな
い場合がある。

・解体作業を早期に実施できる。
・準拠する法律：民法第702条

＜参考＞：災害に係る住家の被害認定基準運用指針【令和3年3月】に

おいてこれまでの「半壊」が「中規模半壊」と「半壊」に区分されています。

＜参考＞：「石綿含有廃棄物処理マニュアル（第3版,令和3年3月）」の「3.1 解体時等の留意点」に、解体等の作業場から搬出後の廃棄物保管場所までの

移動において、石綿の飛散が生じないようにすること等が追記されています。



5.2.3 倒壊のおそれのある損壊家屋等について解体・撤去
を行い、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」技19-2,p.2-30
球磨村「公費解体・自費解体制度説明資料」p.19 より作成

内閣府「罹災証明書様式の
統一化について」（府政防第
737号 令和2年3月30日）

罹災証明書の統一様式通知

※分別を考慮し、ミンチ
解体を行わない



5.2.3 倒壊のおそれのある損壊家屋等について解体・撤去
を行い、記録を整理する

益城町「平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」p.,12, 16, 52 より作成



確認テスト

No 問題文

1

「特定非常災害」に指定された災害に
おいて、被災自治体は災害等廃棄物
処理事業費補助金を活用し、全壊家
屋についてのみ解体を実施することが
できる。

2
公費解体は個人の財産に関する情報
を扱うため、被災自治体のみで実行す
る。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

「特定非常災害」に指定された災害に
おいて、被災自治体は災害等廃棄物
処理事業費補助金を活用し、全壊家
屋についてのみ解体を実施すること
ができる。

×

WP33の「業務の目的」の2項
目より。
「特定非常災害」に指定され
た災害では、半壊家屋の解体
も含めて補助対象となります。

2
公費解体は個人の財産に関する情
報を扱うため、被災自治体のみで実
行する。

×

公費解体では膨大な事務処
理および立会調査が生じるた
め、WP33の「業務の目的」の
2項目に示すように、適切な業
者に業務委託し、被災自治体
はその管理や最終的な審査、
確認を行うことが多いです。



ＷＰ34
思い出の品等回収
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP34 思い出の品等回収 担当

業務の目的

廃棄物中に混在する思い出の品を回収し、保管場所へ運搬する

所有者等が不明な貴重品（株券、金券、商品券、古銭、貴金属
等）を警察に届け出る

文化遺産等が他の災害廃棄物と混在しないよう措置し、文化財
保護担当部局に連絡する

思い出の品について、発見場所や日時、品目等の情報がわかる
リストを作成する

主な業務

 5.2.4 廃棄物中に混在する思い出の品や貴重品等を回収し、リ
ストを作成する



5.2.4 廃棄物中に混在する思い出の品や貴重品等を回収し、
リストを作成する

5.2.4.1 思い出の品を回収し、保管場所へ運搬する

5.2.4.2 貴重品を警察に届け出る（発見日時・発見場所・発見者
氏名を示す）

5.2.4.3 文化遺産等が他の災害廃棄物と混在しないよう措置し、
文化財保護担当部局に連絡する

5.2.4.4 思い出の品について、発見場所や日時、品目等の情報
がわかるリストを作成する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-16 より作成



5.2.4 廃棄物中に混在する思い出の品や貴重品等を回収し、
リストを作成する

環境省「災害廃棄物対策指針」技24-17 より作成

貴重品・思い出の品の取扱い



5.2.4 廃棄物中に混在する思い出の品や貴重品等を回収し、
リストを作成する

仙台市「東日本大震災における震災廃棄物処理の記録」p.189, 190 より作成

貴重品・思い出の品の取扱い



5.2.4 廃棄物中に混在する思い出の品や貴重品等を回収し、
リストを作成する

仙台市「東日本大震災における震災廃棄物処理の記録」p.190, 191 より作成

思い出の品等回収現場対応リーダー・立会い担当者用マニュアル（仙台市）

※マニュアルは抜粋した内容を示す。



5.2.4 廃棄物中に混在する思い出の品や貴重品等を回収し、
リストを作成する

環境省・広島市「平成30年7月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理の記録」p.66 より作成

貴重品・思い出の品の取扱い



確認テスト

No 問題文

1

所有者等が不明な貴重品（株券、金券、
商品件、古銭、貴金属等）については、
被災市町村で保管する。

2
思い出の品について、発見場所や日
時、品目等の情報がわかるリストを作
成する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

所有者等が不明な貴重品（株券、金券、
商品件、古銭、貴金属等）については、被
災市町村で保管する。

×

WP34の「業務の目的」の
2項目より。
貴重品は警察署に届け
出ます。

2
思い出の品について、発見場所や日時、
品目等の情報がわかるリストを作成する。

〇
WP34の「業務の目的」の
4項目より。



ＷＰ35
保管
班

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP35 保管 班

業務の目的

仮置場等に搬入された廃棄物を分別保管し、優先順位を
つけて処理・処分先へ搬出する

仮置場の運営・管理を行い、日々の記録を情報班に報告
する

思い出の品・廃自動車・廃船舶等の所有者照会を行い、結
果を情報班に報告する

主な関係者

 WP36 仮置場担当

 WP37 所有者照会担当



WP36 仮置場 担当

業務の目的

災害廃棄物の仮置場での受入時に、不適切な搬入の防止
の対応や、分別指導を行う

仮置場に搬入された廃棄物を廃棄物の性状や発生量に応
じて適切な配置で分別保管し、記録を整理する

仮置場の搬出入車両数、廃棄物量の把握、安全衛生管理、
周辺環境保全対策の実施を行い、記録を整理する

仮置場に搬入された廃棄物を、優先順位をつけて搬出す
る



WP37 所有者照会 担当

業務の目的

思い出の品等の保管・展示・返却を行い、記録を整理する

被災市町村の定めたルールに従い、一定期間経過した思
い出の品等を処分する

廃自動車、廃バイク、廃船舶等の保管・展示・引き渡しを行
い、記録を整理する

被災市町村の定めたルールに従い、一定期間経過した廃
自動車、廃バイク、廃船舶等について受入先等を確認し、
適切に処分する



確認テスト

No 問題文

1
仮置場に搬入された災害廃棄物は、
搬入された順に搬出する。

2
保管班は仮置場の運営・管理を行い、
日々の記録を情報班に報告する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1
仮置場に搬入された災害廃棄物は、搬
入された順に搬出する。

×

WP35の「業務の目的」の
1項目より。
優先順位をつけて（腐敗
性廃棄物や、危険物、搬
入量の多い品目などを
優先して）搬出します。

2
保管班は仮置場の運営・管理を行い、
日々の記録を情報班に報告する。

〇
WP35の「業務の目的」の
2項目より。



ＷＰ36
仮置場
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP36 仮置場 担当

業務の目的

災害廃棄物の仮置場での受入時に、不適切な搬入の防止の対
応や、分別指導を行う

仮置場に搬入された廃棄物を廃棄物の性状や発生量に応じて
適切な配置で分別保管し、記録を整理する

仮置場の搬出入車両数、廃棄物量の把握、安全衛生管理、周
辺環境保全対策の実施を行い、記録を整理する

仮置場に搬入された廃棄物を、優先順位をつけて搬出する

主な業務

 5.3.1 廃棄物を分別保管後、優先順位をつけて搬出し、記録を
整理する

 5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する



5.3.1 廃棄物を分別保管後、優先順位をつけて搬出し、記
録を整理する

5.3.1.1 仮置場の設営を行う

5.3.1.2 仮置場での受入時に、不適切な搬入の防止の対応や、分別
始動を行う

5.3.1.3 搬入された廃棄物の細分別を行う

5.3.1.4 生活環境保全上のおそれがある廃棄物（悪臭を放つ廃棄物、
発火のおそれのある廃棄物）を優先的に搬出する

5.3.1.5 災害廃棄物を処理、処分先に応じて破砕・選別後、車両に積
載し、処理・処分先へ運搬する

環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 」p.7
環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.18
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.14, 20, 55  より作成



5.3.1 廃棄物を分別保管後、優先順位をつけて搬出し、記
録を整理する

広島市「一時仮置場の設置運営に係る手引き」p.2, 16 より作成

仮置場の設営・記録

WP10計画
作成担当

WP36仮
置場担当

レイアウト案

相談 ・ 報告

※赤字：本スライドで加筆

WP7広
報担当

WP36仮
置場担当

広報案

状況報告

WP36仮
置場担当

WP17
人材担当
WP18資
機材担当

WP36仮
置場担当

人材・資機材

状況報告



5.3.1 廃棄物を分別保管後、優先順位をつけて搬出し、記
録を整理する

環境省（仮置場に関する部会）「仮置場に関する検討結果」（https://tohoku.env.go.jp/仮置き場に関する報告書.pdf） p.7～9, 12, 15  
環境省「災害発生時における廃棄物処理の注意点」p.7 より作成

仮置場の設営
被災自動車の保管
の高さ(屋外)：囲い
から3m以内は高さ
3mまで、その内側で
は高さ4.5mまで

堆積物同士の離間
距離を2m以上設け
るようにする

※出入口：夜間に不法投棄されないよう門扉設置、あるいは
警備員配置、重機でふさぐなど対策を行う
※周囲はフェンスや目隠しシートを設置する

車両番号、ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ情報が判別できるものとできないものを区分する



受入チェック：被災者か否か、車両番号記録、搬入物、写真等

5.3.1 廃棄物を分別保管後、優先順位をつけて搬出し、記
録を整理する

環境省（仮置場に関する部会）「仮置場に関する検討結果」（https://tohoku.env.go.jp/仮置き場に関する報告書.pdf） p.7, 19  
環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.43, 44
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-38  より作成

仮置場での分別、受入時の留意点

・生活ごみ・便乗ごみは仮置場に持ち込ませない。
・有害物質を含む廃棄物や危険物を含む廃棄物は回収ルートが平
時に設けられている場合は原則として平時の回収ルートに沿って
対応する。仮置場で受け入れる場合は、分別をしたうえで適切に
管理する。

・仮置場で分別を徹底するため、被災者やボランティアに対して、
同じ袋に複数の種類の災害廃棄物を混合して入れないこと等、分
別について周知する。
・災害廃棄物を荷下ろしする順番は、家電類や畳等の分類が判り
やすいものを先にするのが望ましい。
・分別については、その後の処理やリサイクルを考慮し、処理業者
等の関係者と協議して決定するのが望ましい。
・家電4品目は、家電リサイクル法のルートで処理をするため、品目
ごと（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）に分
ける。
・アスベスト含有のおそれがあるため、石膏ボードやスレート板は
破砕しないように分別し、飛散防止対策を施す。（又は仮置場に持
ち込まない等。）

【受入時の留意点】

【分別時の留意点】

仮置場では、災害廃棄物をできるだけ分別して集積する。分別の徹底は、処理期間の短縮や最終処分量の削
減、処理費用の削減につながることになる。

太陽光パネル：発火の恐れがあるため、ブルーシート等で覆う
か、受光面を下にして保管する。

内容不明の危険物：距離を置いて保管、定期的に目視確認。



5.3.1 廃棄物を分別保管後、優先順位をつけて搬出し、記
録を整理する

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.65 より作成

仮置場の不適切な搬入防止の事例



5.3.1 廃棄物を分別保管後、優先順位をつけて搬出し、記
録を整理する

環境省（仮置場に関する部会）「仮置場に関する検討結果」（https://tohoku.env.go.jp/仮置き場に関する報告書.pdf） p.1, 20
環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-9 より
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-38 
環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.43, 44 より作成

仮置場からの搬出

・水産物は腐敗し悪臭が発生するため、優先的に焼却
等の処理を行う。
・濡れた畳や木くずは、保管状況により発熱・自然発火
の恐れがあるため、温度が上がりすぎないように早期
に切断し、処理施設へ順次搬出する。
・災害時、特に発災直後は収集体制を上回る廃棄物が
発生する場合がある。このような場合、腐敗性廃棄物
や有害廃棄物・危険物等を優先して収集運搬する必要
がある。

・冷蔵庫や米保管庫は、中身が入った状態で搬入されたものが多く、内容物が腐敗して強烈な
悪臭が発生した。放置すると悪臭だけでなく害虫も発生するため、搬出前に内部を洗浄した。

【優先搬出する廃棄物】

【その他搬出前の対処】



5.3.1 廃棄物を分別保管後、優先順位をつけて搬出し、記
録を整理する

環境省・広島市「平成30年7月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理の記録」p.57 より作成

仮置場からの搬出

※フローは仮置場～中間処理施
設までを抽出して示しています



5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する

5.3.2.1 仮置場の温度管理、安全対策、環境対策、渋滞対策等
を行い、記録を整理する

5.3.2.2 仮置場の1日の搬入・搬出量、残存容量等を記録し、情
報班へ報告する

5.3.2.3 仮置場の警備（巡回警備等）を行い、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 」p.23
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.14, 18  より作成



5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する

広島市「一時仮置場の設置運営に係る手引き」p.2, 5, 10, 15 より作成

仮置場の運営管理



5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.43 
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-36, 37, 4-9, 5-12
環境省「巨大災害により発生する災害廃棄物の処理に自治体はどう備えるか～東日本大震災の事例から学ぶもの～」p.102 より作成

仮置場における搬出・搬入量の記録

・災害廃棄物の搬入・搬出量の把握のためには、仮置場にトラックスケール（車体ごと計量できる計量装置）を設置したり、中間処理施設に
おいて計量したりすることが考えられる。ただし、それらの設備が稼働するまでの間や補完のため、収集運搬車両の積載可能量と積載割合、
積載物の種類を記録して、推定できるようにしておくことも重要である。



5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する

環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.110 より作成

仮置場における搬出・搬入量の記録



5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.43 
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-40 より作成

仮置場の管理・運営に関する委託



5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-43～45 より作成

搬出入管理システムの事例



5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する

環境省「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」p.43 
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-25, 32
仙台市「東日本大震災における震災廃棄物処理の記録」p.86, 260  より作成

仮置場の安全・衛生管理、周辺環境保全

・作業員には、防塵マスク、ヘルメット、安全靴、踏み抜き
防止の中敷き、手袋、長袖の作業着等の着用を徹底さ
せ、安全対策を行う。
・搬入時間を設定し、時間外は仮置場入口を閉鎖、夜間
の不適切な搬入や安全確認のため、毎日定期的にパト
ロール等を実施する。

※交通誘導員を配置した
際は、災害査定時の資料
として、交通誘導員が確認
できる写真を撮影する。



5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する

広島市「一次仮置場の設置運営に係る手引き」p.14, 15
環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.85～90  より作成

参考事例
職員・誘導員配置職員・誘導員配置

殺虫剤散布殺虫剤散布 温度・臭気等の測定温度・臭気等の測定

悪臭・発行抑制（シート敷設）悪臭・発行抑制（シート敷設） 火災発生事例火災発生事例

アスベスト測定アスベスト測定
散水車による粉塵対策散水車による粉塵対策火災予防（カス抜き管）火災予防（カス抜き管）



5.3.2 仮置場の運営・管理を行い、記録を整理する

環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」資料3-12
環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」p.25, 38, 40（参考）主な
改定箇所 より作成

石綿含有廃棄物の取扱い
【石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第3版） 】より
＜第1章総則＞比較的飛散性が高く、新たに石綿含有廃棄物となるもの
・石綿含有仕上げ塗材の廃棄物
・石綿含有けい酸カルシウム板第１種の廃棄物
・石綿が付着しているおそれのある用具又は器具の廃棄物
・石綿含有廃棄物の排出時においても飛散防止措置が必要
＜第2章計画＞
・ 石綿含有廃棄物が木材その他の有機繊維を含んだ廃棄物や汚泥等
の安定型産業廃棄物以外の廃棄物に該当する場合は、管理型最終処
分場又は遮断型最終処分場で処分する必要がある
＜第3章排出＞
・石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有廃棄物の中でも
石綿 の飛散性が比較的高いおそれがあり、さらに廃棄物の性状から袋
の破損等 により流出する蓋然性が高いことから、排出時に耐水性のプ
ラスチック袋 等により二重でこん包する
・こん包の前に固型化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ま
しい
＜第4章収集・運搬＞
・石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは二重こん包のまま運搬す
ること、石綿含有けい酸カルシウム板第１種が切断・破砕されて廃棄物
になったものや除去時に用具又は器具等に付着した石綿含有廃棄物に
ついても、こん包して廃棄物の露出がないようにする



確認テスト

No 問題文

1

仮置場の搬出入車両数、廃棄物量の
把握のためには、トラックスケールに
よる計測のみ認められている。

2

災害廃棄物対策において、被災市町
村は、仮置場内の管理を中心として実
行し、周辺環境保全対策の実施を行う
必要はない。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

仮置場の搬出入車両数、廃棄物
量の把握のためには、トラックス
ケールによる計測のみ認められ
ている。

×

WP36の「業務の目的」の3項目
より。
トラックスケールによる計測に限
定されておらず、目視計測、写
真計測、簡易測量計測、車両数
のカウント等がありますが、算定
根拠は明確に整理する必要があ
ります。

2

災害廃棄物対策において、被災
市町村は、仮置場内の管理を中
心として実行し、周辺環境保全対
策の実施を行う必要はない。

×

WP36の「業務の目的」の
3項目より。
周辺環境保全対策の実施を行う
必要があります。



ＷＰ37
所有者照会
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP37 所有者照会 担当

業務の目的

思い出の品等の保管・展示・返却を行い、記録を整理する

被災市町村の定めたルールに従い、一定期間経過した思い出の品等
を処分する

廃自動車、廃バイク、廃船舶等の保管・展示・引き渡しを行い、記録を
整理する

被災市町村の定めたルールに従い、一定期間経過した廃自動車、廃
バイク、廃船舶等について受入先等を確認し、適切に処分する

主な業務

 5.3.3 思い出の品等の保管・展示・返却・処分を行い、記録を整理す
る

 5.3.4 廃自動車、廃バイク、廃船舶等の保管・展示・引き渡しを行い、
記録を整理する



5.3.3 思い出の品等の保管・展示・返却・処分を行い、記録
を整理する

5.3.3.1 思い出の品を洗浄し、管理リストを作成し、写真等の記
録を整理する

5.3.3.2 思い出の品の保管・展示を行い、所有者が確認された
場合は引き渡し手続きを行う

5.3.3.3 被災市町村の判断に従い、一定期間を経過した思い出
の品等を処分する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-15, 33, 34, 47, 技24-17  より作成



5.3.3 思い出の品等の保管・展示・返却・処分を行い、記録
を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-16, 33, 34, 47, 技24-17
環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.4-22 より作成



5.3.4 廃自動車、廃バイク、廃船舶等の保管・展示・引き渡
しを行い、記録を整理する

5.3.4.1 廃自動車、廃バイク、廃船舶等の保管・展示・記録の整
理を行い、所有者が判明した場合、引取意思を確認し
た上で、所有者または引取業者に引き渡す

5.3.4.2 被災市町村の定めたルールに従い、一定期間を経過し
た廃自動車、廃バイク、廃船舶等について受入先等を
確認後、適切に処分する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-10, 技24-8, 9, 10  より作



5.3.4 廃自動車、廃バイク、廃船舶等の保管・展示・引き渡
しを行い、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.1-10, 技24-8
環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.34 より作成

【処理フロー】
所有者引き取りの
意思がある場合

所有者引き取りの意思が無い、所有者不明の場合

自動車リサイクル法に則る処理を行う 災害対策基本法第64条
３ 市町村長は、前項後段の規定によ
り工作物等を保管したときは、当該工
作物等の占有者、所有者その他当該
工作物等について権原を有する者
（略）に対し当該工作物等を返還する
ため、政令で定めるところにより、政令
で定める事項を公示しなければならな
い。
６ 第三項に規定する公示の日から起
算して六月を経過してもなお第二項後
段の規定により保管した工作物等（略）
を返還することができないときは、当該
工作物等の所有権は、当該市町村長
の統轄する市町村に帰属する。

廃自動車の処理

仮置場等での
保管方法や期
限について警
察等と協議す
る



5.3.4 廃自動車、廃バイク、廃船舶等の保管・展示・引き渡
しを行い、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」技24-9
仙台市「東日本大震災における震災廃棄物処理の記録」p.134  より作成

【処理フロー】

公益財団法人自動車リサイクル促進センターの二輪車リサイクルシステムを利用する廃バイクの処理

所有者引き取りの
意思がある場合

所有者引き取りの意思が無い、
所有者不明の場合



5.3.4 廃自動車、廃バイク、廃船舶等の保管・展示・引き渡
しを行い、記録を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」技24-10
環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.160  より作成

【処理フロー】

廃 FRP船は、「FRP 船リサイクルシステム」を利用する。廃船舶の処理

（※）：現場で解体作業を行う場合



確認テスト

No 問題文

1

所有者が不明な思い出の品等につい
ては、災害記録の伝承の意味もあり、
可能な限り被災市町村で保管する。

2

一定期間が過ぎ、所有者が不明な
FRP船については有価物が多いため、
仮置場等で慎重に分解し、有価物を
除いた後、焼却処分する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

所有者が不明な思い出の品等につ
いては、災害記録の伝承の意味も
あり、可能な限り被災市町村で保
管する。

×

WP37の「業務の目的」の
2項目より。
被災市町村の定めたルールに
従い、一定期間を経過した思
い出の品は処分します。

2

一定期間が過ぎ、所有者が不明な
FRP船については有価物が多いた
め、仮置場等で慎重に分解し、有
価物を除いた後、焼却処分する。

×

WP37の「業務の目的」の
4項目より。
受入先を確認し、適切に処分
します。FPR船の場合、処理業
者が受入れ可能な状態であれ
ば、FRP船リサイクルシステム
に則り処分します。



ＷＰ38
中間処理
班

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP38 中間処理 班

業務の目的

中間処理場における搬入車両の情報、廃棄物の種類別の搬出入量・
処理量・受入可能量、環境モニタリング結果を情報班へ報告する

処理物の性状や処理量に応じた処分方法の検討を行い、工程管理を
行う

個々の処分先の受入基準に応じた中間処理物の安全性確認結果を、
情報班へ報告する

情報班などから指示を得て、中間処理後の廃棄物を適切な処分先に
運搬する

主な関係者

 WP39 中間処理担当



WP39 中間処理 担当

業務の目的

中間処理施設における搬入車両の情報、廃棄物の種類別の搬
出入量・処理量・受入可能量、環境モニタリング結果の記録を整
理する

特殊な廃棄物についての事前検討・試験処理結果等を、まとめ、
処理方法を検討する

個々の処分先の受入基準に応じた中間処理物の安全性管理状
況の記録を作成する

中間処理後の廃棄物を適切な処分先に運搬する



【事例】中間処理施設における混合廃棄物の処理

環境省「災害廃棄物対策指針」技20-3 より作成

焼却設備（ストーカ式）

土壌洗浄・改良設備

破砕選別処理設備

選別設備

コンクリート破砕設備

ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ式焼却炉



確認テスト

No 問題文

1

中間処理施設の受入容量を超えた災
害廃棄物は、仮置場に保管することで
対処するため、ピットの残量など受入
可能容量の把握を行わない。

2

中間処理後の災害廃棄物の搬出先で
ある最終処分の受入基準には、統一
基準があり、個々の処分場での受入
基準は定められていない。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

中間処理施設の受入容量を超えた
災害廃棄物は、仮置場に保管する
ことで対処するため、ピットの残量
など受入可能容量の把握を行わな
い。

×

WP38の「業務の目的」の1項
目より。
中間処理の進捗状況を考慮
して新たな中間処理施設の
検討などを行うため、中間処
理施設の受入可能容量の把
握は必要です。

2

中間処理後の災害廃棄物の搬出先
である最終処分の受入基準には、
統一基準があり、個々の処分場で
の受入基準は定められていない。

×

WP38の「業務の目的」の
3項目より。
個々の処分場の受入基準を
満たす必要があり、満足でき
なければ受け入れ拒否され
ることもあります。



ＷＰ39
中間処理
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP39 中間処理 担当

業務の目的

中間処理施設における搬入車両の情報、廃棄物の種類別の搬
出入量・処理量・受入可能量、環境モニタリング結果の記録を整
理する

特殊な廃棄物についての事前検討・試験処理結果等をまとめ、
処理方法を検討する

個々の処分先の受入条件に応じた中間処理物の安全性管理状
況の記録を作成する

中間処理後の廃棄物を適切な処分先に運搬する

主な業務

 5.4.1 中間処理の搬出入管理、問題情報の報告、処分量等の
記録を整理する



5.4.1 中間処理の搬出入管理、問題情報の報告、処分量等の
記録を整理する

5.4.1.1 中間処理施設における搬出入車両の情報、廃棄物の
種類別の搬出入量・処理量・受入可能量、環境モニタリ
ング結果の記録を整理する

5.4.1.2 特殊な廃棄物についての事前検討・試験処理結果等を、
情報班へ報告し、処理方法を検討する

5.4.1.3 処分先の受入条件に応じた中間処理物の安全性管理
状況の記録を整理する

5.4.1.4 中間処理後の廃棄物を適切な処分先に運搬する

環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」p.20 より作成



災害廃棄物対策情報サイトトップ＞国の補助スキームについて（補助
金）＞災害等報告書の実例＞事業費算出内訳（委託費）焼却処理業務

計量記録の集計、管理 災害等報告書に添付された計量票の例

スマートフォンを活用したシステムの事例

5.4.1 中間処理の搬出入管理、問題情報の報告、処分量等の
記録を整理する

環境省ホームページ （災害廃棄物対策情報サイト）
環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.83, 84 より作成



トラックスケールの例

計量記録の集計、管理

搬入証

防火水槽

飛散防止
ネット

仮囲い

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
と計量所

タイヤ
洗浄設備

シート掛け場

沈砂池

可燃物
保管ﾃﾝﾄ

防火水槽

細粒物
保管ﾃﾝﾄ

Aエリア休息所

防火水槽

環境計量器
（ｴｺﾓｼｽﾃﾑ）

※二次仮置
場中間処理
施設配置図
の文字は拡
大のため加
筆

倉敷市から管理運営業者へ一週間ごと
に「搬入予定台数」を通知した。

受付時に搬
入車両に
「搬入書」の
提示を義務
づけること
で便乗ごみ
の防止を
図った

※フロー図に赤
枠文字を加筆

5.4.1 中間処理の搬出入管理、問題情報の報告、処分量等の
記録を整理する

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-43～45 
環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.84 より作成



集積量の管理事例

・廃棄物の性状等から場所を選定し、
区画を切り抜き、その廃棄物の重量
と切り抜いたエリアの体積を計測し
算出した。

この算出した比重とドローンにより
計測した堆積により、ドローン撮影
時点での集積量（重量）を算出した。

5.4.1 中間処理の搬出入管理、問題情報の報告、処分量等の
記録を整理する

環境省・倉敷市「平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」p.3-47 より作成



環境モニタリング事例

※1 影響が想定される周辺地域に人
家等が存在しないため選定しない。
※2 廃石綿等の廃棄物が確認された
場合には測定。
※3 煙突排ガスの臭気成分は高温燃
焼により分解され、環境影響は小さい
と考え選定しない。
※4 雨水貯留池から公共水域への放
流口で測定。
※5 施設排水は生じないため選定しな
い。

5.4.1 中間処理の搬出入管理、問題情報の報告、処分量等の
記録を整理する

環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.91 より作成



東日本大震災の際の処理困難物と焼却処理における工夫

略

5.4.1 中間処理の搬出入管理、問題情報の報告、処分量等の
記録を整理する

環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.134, 151 より作成



受け入れ基準
東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する基準等 （環
境省告示、平成24年4月17日）の概要

5.4.1 中間処理の搬出入管理、問題情報の報告、処分量等の
記録を整理する

環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト）
環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.164, 167 ,172 ,186  より作成

災害廃棄物対策情報サイトトップ > 災害廃棄物処理のアーカイブ > 平
成23年3月東日本大震災における災害廃棄物の処理について > 災害廃
棄物処理の実施災害廃棄物の広域処理について > 広域処理の必要性



中間処理施設からの搬出

※フローは中間処理施設以降を
抽出して示しています

5.4.1 中間処理の搬出入管理、問題情報の報告、処分量等の
記録を整理する

環境省・広島市「平成30年7月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理の記録」p.57 より作成

チップ化された木くずを長期間仮置き
すると長ごみと同じ状況になるため、
搬出直前にチップ化するか、優先して
搬出する等の対応を行う。

生ごみ、畳等は腐敗が早く、臭気が発生し
たり、空気の供給が無くなるとメタンガスが
発生し、火災を誘発する可能性があるため、
速やかに焼却処分する。

金属の売却
は比較的速
やかに実施
できるため、
早い段階で
対応する。

※赤字：本スライドで加筆



確認テスト

No 問題文

1

中間処理における搬入車両台数は、
廃棄物の搬出入量が明らかな場合、
記録の必要はない。

2
中間処理後の焼却灰や再生利用材は
そのまま処分先に搬出可能である。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

中間処理における搬入車両台数は、廃
棄物の搬出入量が明らかな場合、記録
の必要はない。

×

WP39の「業務の目的」の
1項目より。
車両に関する情報は災
害等報告書に示す運搬
費の根拠資料として必要
です。

2
中間処理後の焼却灰や再生利用材はそ
のまま処分先に搬出可能である。

×

WP39の「業務の目的」の
3項目より。
搬出先の処分場の受入
基準を満たす必要があり
ます。



ＷＰ40
最終処分
班

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP40 最終処分 班

業務の目的

最終処分場における搬入車両の情報、廃棄物の種類別の
搬出入量・処理量を記録し、情報班へ報告する

被災市町村の処理能力と災害廃棄物の性状や量を考慮し、
情報班等と連携しながら適切な処分方法を検討し、最終処
分の工程管理を行う

主な関係者

 WP41 最終処分担当



WP41 最終処分 担当

業務の目的

トラックスケール等の情報に基づき、日々の日報等を作
成・整理（支援）する

個々の処分場における受入基準による受入可否の判断を
行った上で、処理困難物の処分方法や問題情報等を整理
する



【事例】東日本大震災における最終処分事例

環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.145-147, 146, 167, 175, 178
より作成

特殊な事例（水産系廃棄物の海洋投入）

海洋汚染防止法に基づき、廃棄物の海洋投入は規制されている。しかし、東日本大
震災では津波被害を受けた水産冷凍倉庫や市場から大量の水産系廃棄物が散乱し、
悪臭の発生、感染症発生等のおそれが高まっても、焼却処理・最終処分等の陸上処
理がままならない状況であった。
このため、被災自治体の要望を受けて海洋汚染防止法第10 条第2 項第6 号の規

定を適用することとし、環境省は緊急的な海洋投入を可能にする告示「緊急的な海洋
投入処分に関する告示」を発出した。



確認テスト

No 問題文

1

最終処分班は最終処分場での日々の
情報を収集・整理し、情報班へ報告す
る。

2
再生利用が困難な不燃系廃棄物は、
市町村の一般廃棄物最終処分場で埋
立処分する。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

最終処分班は最終処分場での
日々の情報を収集・整理し、情報
班へ報告する。

〇
WP40の「業務の目的」の
1項目より。

2
再生利用が困難な不燃系廃棄物
は、市町村の一般廃棄物最終処
分場で埋立処分する。

×

WP40の「業務の目的」の
2項目より。
被災市町村の処理能力や災害廃
棄物の性状や量などを考慮して、
広域処理を行う場合や、埋立処
分以外の処分を行う場合がありま
す。



ＷＰ41
最終処分
担当

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層

WP1
災害廃棄物処理業務

統括責任者

WP2
指揮調整・広報統括

WP3 目標設定担当

WP4 内部調整担当

WP5 渉外担当

WP6 広報班
WP7 広報担当

WP8 住民窓口担当

WP9
情報作戦統括

WP10 計画策定担当

WP11 情報班

WP12 情報収集担当

WP13 情報分析担当

WP14 情報共有・管理担当

WP15 技術支援担当

WP16
資源管理統括

WP17 人材担当

WP18 資機材担当

WP19 施設担当

WP20
庶務財務統括

WP21 資金調達班 WP22 補助金担当

WP23 契約班 WP24 契約担当

WP25 支払担当

WP26
事態対処統括

WP27 回収班
WP28 生活ごみ・避難所ごみ担当

WP29 し尿担当

WP30 撤去班

WP31 片付けごみ担当

WP32 廃自動車・廃船舶等担当

WP33 損壊家屋等の解体撤去担当

WP34 思い出の品等回収担当

WP35 保管班
WP36 仮置場担当

WP37 所有者照会担当

WP38 中間処理班 WP39 中間処理担当

WP40 最終処分班 WP41 最終処分担当



WP41 最終処分 担当

業務の目的

トラックスケール等の情報に基づき、日々の日報等を作
成・整理（支援）する

個々の処分場における受入基準による受入可否の判断を
行った上で、処理困難物の処分方法や問題情報等を整理
する

主な業務

 5.5.1 最終処分業務の工程管理、問題情報の報告、処分
量の記録を整理する



5.5.1 最終処分業務の工程管理、問題情報の報告、処分
量の記録を整理する

5.5.1.1 トラックスケール等の情報に基づき、日々の日報等を作
成・整理（支援）する

5.5.1.2 処理困難物の処分方法や問題情報等を整理する

環境省「災害廃棄物対策指針」p.2-39
環境省東北地方環境事務所「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」p.55-59 より作成



5.5.1 最終処分業務の工程管理、問題情報の報告、処分
量の記録を整理する

環境省ホームページ（災害廃棄物対策情報サイト）
環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」p.178 より作成

災害廃棄物対策情報サイト
トップ＞国の補助スキームに
ついて（補助金）＞災害等報
告書の実例＞事業費算出内
訳（委託費）運搬処理業務
より

（参考） 災害等報告書に添付された運搬処理費の資料

（参考）最終処分量集計事例

：最終処分担当作業や
最終処分該当の廃棄物
の種類



5.5.1 最終処分業務の工程管理、問題情報の報告、処分
量の記録を整理する

環境省「東日本大震災により発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録」資料3-12
環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」p.25（参考）主な改定箇所 より作成

【石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第3版） 】より
＜第1章総則＞比較的飛散性が高く、新たに石綿含有廃棄物となるもの
・石綿含有仕上げ塗材の廃棄物
・石綿含有けい酸カルシウム板第１種の廃棄物
・石綿が付着しているおそれのある用具又は器具の廃棄物
・石綿含有廃棄物の排出時においても飛散防止措置が必要
＜第2章計画＞
・ 石綿含有廃棄物が木材その他の有機繊維を含んだ廃棄物や汚泥等の安定型
産業廃棄物以外の廃棄物に該当する場合は、管理型最終処分場又は遮断型最
終処分場で処分する必要がある
＜第6章最終処分＞
・こん包等の飛散防止措置が講じられた石綿含有産業廃棄物を目視等により 検
査を行う際は、廃棄物がこん包容器等から飛散することがないように留意するこ
とを追記
・ 最終処分業者が受け入れる石綿含有廃棄物の最大径に上限を設けることは、
解体等工事や埋立処分に至るまでの保管・処理において石綿の飛散を生じ させ
る原因となる可能性があるため、極力控えることが望ましい旨を追記
・こん包されて搬入された石綿含有廃棄物は、袋又は容器等に入れたまま埋立
を行うようにする旨や埋立時に重機等によりその袋又は容器等を破損しないよう
留意する旨を追記



5.5.1 最終処分業務の工程管理、問題情報の報告、処分
量の記録を整理する

環境省「災害発生時における廃棄物処理の注意点」p.3, 4  より作成



確認テスト

No 問題文

1

最終処分担当はトラックスケール等の
情報に基づき、日々の日報等を作成・
整理（支援）する。

2
最終処分場では受入不可となることが
無い。

問題文が正しい場合は「〇」、間違っている場合は「×」でお考えください。
解答は次のページです。



確認テスト（解答）

No 問題文 正解 掲載箇所

1

最終処分担当はトラックスケール
等の情報に基づき、日々の日報
等を作成・整理（支援）する。

〇
WP41の「業務の目的」の
1項目より。

2
最終処分場では受入不可となる
ことが無い。

×

WP41の「業務の目的」の
2項目より、個々の処分場の「受入
基準」を満たさない場合、受け入れ
不可となる場合があります。
例えば管理型最終処分場での処分
が必要な石綿含有廃棄物を安定型
最終処分場に持ち込む場合は、安
定型最終処分場では「処理困難」で
あり、受入不可となります。


